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１ 指針の趣旨

地方分権の進展に伴い、自己決定と自己責任の原則のもと、地域のことは地域（住

民）で決める行政体制へ移行することが求められております。

県と市町村を取り巻く行財政環境が大きく変化する中、広域自治体である県と基礎

自治体である市町村との適切な役割分担のもと、地域に身近な行政は住民に最も近い

市町村において担うことを基本に、知事の権限に属する事務を積極的に市町村へ移譲

する必要があります。

本県では、平成18年３月に策定した沖縄県行財政改革プランにおいて、住民サービ

ス及び住民の利便性の向上につながる事務の移譲を推進項目の一つと位置づけ、沖縄

県の事務処理の特例に関する条例により市町村への権限移譲を行ってきたところで

す。

また、平成30年３月に策定した「沖縄県行政運営プログラム～行政運営の「質」の

向上をめざして～」においても、市町村への権限移譲の推進を引き続き実施項目の一

つとして掲げ、計画期間中の取組や目標等を設定し、着実に推進することとしていま

す。

この指針は、市町村への権限移譲を円滑に進めるため、具体的に権限移譲対象事務

及び移譲に伴う支援措置等を明示するものであり、県が市町村との対話を通して、自

立する市町村の実現、効率的かつ効果的な行政サービスの実現を図ることを目的とし

たものです。
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２ 移譲実績や効果等

本県では、平成30年４月までに847の事務を市町村へ権限移譲しています。

他都道府県と比較すると、本県は規模の小さい離島町村や行財政基盤の脆弱な

市町村が多いことなどから、移譲実績は全国で33番目（平成30年４月１日現在の

法令数による比較）となっています。

権限を移譲した市町村においては、「住民の利便性が向上した」といった評価

がある一方、事務の実施に係る人員不足や財政負担、事務引継が十分ではないと

いった意見があります。

住民サービスの向上や県と市町村との適切な役割分担といった権限移譲の目的

を損なうことがないよう、移譲後においても市町村に対して財政的、技術的支援

を行う必要があります。

３ 移譲対象事務

(1) 市町村が担うことが適切であると考える事務の視点

ア 住民の生活に密接な事務であり、市町村で処理する方が、住民サービスや住

民の利便性の向上につながる事務

イ 地域の実情を熟知している市町村で処理する方が、迅速で適切な対応が可能

となる事務

ウ 市町村を経由している事務で、実質的に市町村において処理の判断がなされ

ている事務

エ 関連事務を市町村で処理しており、市町村で処理することにより事務処理の

一元化が図れる事務

オ その他、市町村からの要望があり、市町村の自主性、自立性の推進につなが

る事務
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(2) 包括的権限移譲の推進（パッケージ方式の導入）

上記の視点に基づき、申請の受理、許認可、立入検査といった各法令等の条項

で規定される事務ごとに市町村に移譲すべき事務を検討し、事務の連続性・一体

性の高い複数の事務を最小の移譲単位（項目）として整理した上で、更に、関連

性のある項目をまとめて包括的に権限移譲ができるようパッケージ化していま

す。また、重点的に移譲を進める必要がある事務については、単一の項目であっ

てもパッケージとして取り扱うこととします。

市町村が主体的に地域づくりをする観点から、自主的な判断で各行政分野の中

から移譲を希望する事務を選択することができるようにしています。

【包括的権限移譲の考え方】

事務単位 項目単位 パッケージ単位

【個別の事務】 【効率的な移譲】 【地域づくり支援】

届出の受理ａ

申請の許可ａ ａに関する事務

立入検査等ａ

届出の受理ｂ

申請の許可ｂ ｂに関する事務 ａｂｃに関する事務

立入検査等ｂ

届出の受理ｃ

申請の許可ｃ ｃに関する事務

立入検査等ｃ

(3) 移譲対象事務の位置づけ

移譲対象事務（別紙１及び別紙２）の項目及びパッケージについては、今後、

市町村からの提案や国における法令等の改正、他の都道府県の移譲状況等を踏ま

え、適宜見直しを行うものとします。

【参照】 「市町村移譲対象事務パッケージ一覧」（別紙１）

「市町村移譲対象事務総括表」（別紙２）
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４ 移譲の進め方

(1) 市町村の希望・選択（メニュー方式）による移譲

市町村が、地域の実情に応じ、住民ニーズにあった権限移譲を進めるため、全

市町村に対し、一律に権限を移譲するのではなく、市町村は「移譲対象事務パッ

ケージ一覧表」又は「市町村移譲対象事務総括表」の中から希望するパッケージ

又は項目を選択するものとします。

(2) 市町村の規模・能力に応じた移譲

移譲対象事務（別紙１及び別紙２）の移譲を希望する市町村については、原則

として移譲を実施することとしますが、一部の事務については、専門性や受入体

制等を考慮して移譲対象とする項目があります。

また、対象となる市町村の二分の一以上に権限移譲を実施した事務については、

全市町村に積極的に移譲を進めていくこととします。

(3) 個別法に基づく移譲

社会福祉法に基づく福祉事務所の設置など、地方自治法による事務処理の特例

の規定によらない、個別法の規定による権限の移譲についても、市町村への周知

を図ることとします。

【参照】 「個別法に基づく移譲事務」（別紙３）

５ 市町村への支援措置

市町村へ移譲された事務が、円滑かつ適切に実施されるよう、県は市町村に対し、

以下の支援措置を行います。

(1) 財政的支援

県が事務処理の特例に関する条例により新たに市町村へ権限移譲を行う場合、

県は、当該市町村に対し、その事務処理に必要な経費として権限移譲交付金を交

付します。

この交付金の算定にあたっては、各事務ごとに、１件の事務処理を行うのに必

要な人件費、旅費、需用費、役務費等を勘案した標準単価を設定し、処理件数を

乗ずることを基本とします。

また、パッケージによる権限移譲や市町村の広域連携を促進するための支援を

行います。

-4-



(2) 研修実施・人的支援

移譲される事務についての事前研修が必要と判断される場合には、県は、市町

村職員に対して計画的に研修を実施し、円滑な事務の移譲に努めることとします。

特に、専門的な知識や技術を要する事務の移譲については、必要に応じて一定

の期間、市町村からの研修生の受入を行うこととします。

なお、研修生の受入にあたっては、県と希望市町村が協議のうえ、その内容を

勘案して決定することとします。

(3) その他の支援

ア 県は、移譲される事務について、必要に応じて、説明会を開催するとともに、

文書の整理、事務マニュアルの作成など適切な事務引継を行います。

イ 県は、事務の移譲後であっても、市町村の相談等に対して適切に対応すると

ともに、必要な助言や情報提供に努めます。

６ その他

(1) 権限移譲スケジュール

市町村への権限移譲の実施日は、原則として、市町村から希望があった年度の

翌年度４月１日とし、年間の基本的なスケジュールは以下のとおりとします。

４月：年次推進項目の決定

５月～６月：市町村への説明会

６月～７月：市町村への移譲希望調査

７月～９月：移譲を希望する市町村との協議

３月：条例等の改正

(2) 県民への周知

市町村への権限移譲にあたっては、窓口（申請先等）の変更時期等について、

県と市町村が協力し、各種広報等により県民及び関係機関に対して周知を図るこ

ととします。

また、県は、市町村への権限移譲の進捗状況について、県のホームページ等を

とおして県民へ公表します。
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１　農地パッケージ
項目
番号

項　目　の　名　称 関　係　法　令
対　象
市町村

事務数 移譲の条件

7
農地等の権利移動及び農地転用の許可等
に関する事務

農地法及び同施行令 全市町村 14

２　観光・交流パッケージ
項目
番号

項　目　の　名　称 関　係　法　令
対　象
市町村

事務数 移譲の条件

9 旅券の発給・返納等に関する事務 旅券法 全市町村 14

３　建築パッケージ
項目
番号

項　目　の　名　称 関　係　法　令
対　象
市町村

事務数 移譲の条件

16
都市計画区域等での開発行為の許可等に
関する事務

都市計画法
全市町村（那
覇市除く）

29

４　景観パッケージ
項目
番号

項　目　の　名　称 関　係　法　令
対　象
市町村

事務数 移譲の条件

20
屋外広告物の許可、違反広告物の是正等
に関する事務

屋外広告物法
沖縄県屋外広告物条例

各市町村（那
覇市除く）

25 台帳の整備

５　産業保安パッケージ
項目
番号

項　目　の　名　称 関　係　法　令
対　象
市町村

事務数 移譲の条件

30 火薬類の消費の許可等に関する事務 火薬類取締法 全市町村 14 台帳等基礎資料の整備

31
液化石油ガス設備工事の届出等に関する
事務

液化石油ガスの保安の確保
及び取引の適正化に関する
法律

全市町村 57

６　公衆衛生パッケージ
項目
番号

項　目　の　名　称 関　係　法　令
対　象
市町村

事務数 移譲の条件

32
浄化槽の設置に係る届出等の受理、監督
に関する事務

浄化槽法
各市町村
（那覇市除
く）

19
環境衛生指導員の資格を有
した職員の配置が望ましい

７　動物愛護パッケージ
項目
番号

項　目　の　名　称 関　係　法　令
対　象
市町村

事務数 移譲の条件

35
動物取扱業の登録申請の受理等に関する
事務

動物愛護及び管理に関する
法律

中核市 31
中核市
獣医師等の配置

８　水道パッケージ
項目
番号

項　目　の　名　称 関　係　法　令
対　象
市町村

事務数 移譲の条件

37 専用水道の指導監査等に関する事務 水道法 全町村 9

38 簡易専用水道の指導監査等に関する事務 水道法 全町村 3

別紙１　移譲対象事務パッケージ一覧（平成30年４月現在）
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９　児童福祉パッケージ
項目
番号

項　目　の　名　称 関　係　法　令
対　象
市町村

事務数 移譲の条件

41
社会福祉法人の認可等に関する事務（保
育所のみを経営する法人に限る）

社会福祉法 全町村 25
社会福祉法人及び当該法人が運営している施
設の所在が同一町村でかつ同施設の利用者が
当該町村の住民に限る場合

45 保育施設の設置の認可等に関する事務 児童福祉法及び同施行規則
各市町村
（一部那覇市
除く）

11
保育所、児童厚生施設の
み

46
認可外保育施設の設置の届出等に関する
事務

児童福祉法
各市町村
（一部那覇市
除く）

10

10　医療・薬務パッケージ
項目
番号

項　目　の　名　称 関　係　法　令
対　象
市町村

事務数 移譲の条件

52
医師免許の各種申請、届出の受理等に関
する事務

医師法及び同施行令 全市町村 9
保健所の設置
経由事務

54
歯科医師免許の各種申請、届出の受理等
に関する事務

歯科医師法及び同施行令 全市町村 9
保健所の設置
経由事務

55
歯科技工士免許の各種申請、届出の受理
等に関する事務

歯科技工士法及び同施行令 全市町村 2 経由事務

56
薬剤師免許の各種申請の受理等に関する
事務

薬剤師法及び同施行令 全市町村 9
保健所の設置
経由事務

59
視能訓練士免許の各種申請の受理等に関
する事務

視能訓練士法施行令 全市町村 7 経由事務

60
保健師、助産師、看護師、准看護師免許
の各種申請、届出の受理等に関する事務

保健師助産師看護師法施行
令及び同施行規則

全市町村 10 経由事務

61
理学療法士及び作業療法士免許の各種申
請の受理等に関する事務

理学療法士及び作業療法士
法施行令

全市町村 7 経由事務

62
調理師就業届出の受理及び送付に関する
事務

調理師法 全市町村 10 経由事務

63
製菓衛生師免許の各種申請の受理等に関
する事務

製菓衛生師及び同施行令 全市町村 9 経由事務

64
栄養士及び管理栄養士免許の各種申請の
受理等に関する事務

栄養士法及び同施行令 全市町村 12 経由事務

11　土地改良パッケージ
項目
番号

項　目　の　名　称 関　係　法　令
対　象
市町村

事務数 移譲の条件

65
土地改良区の設立、事業計画変更及び検
査等に関する事務

土地改良法 全市町村 35
土地改良専門技術者・換地
士等有資格者がいることが
望ましい

66 換地計画に関する事務 土地改良法 全市町村 11
土地改良専門技術者・換地
士等有資格者がいることが
望ましい

67 土地改良区連合の認可等に関する事務 土地改良法 全市町村 3
土地改良専門技術者・換地
士等有資格者がいることが
望ましい

68
農業協同組合等が行う土地改良事業の認
可等に関する事務

土地改良法 全市町村 6
土地改良専門技術者・換地
士等有資格者がいることが
望ましい

69 交換分合の認可等に関する事務 土地改良法 全市町村 20
土地改良専門技術者・換地
士等有資格者がいることが
望ましい
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別紙２　移譲対象事務総括表（平成30年４月現在）

1 市町村内に新たに生じた土地の届出 第9条の5 第1項 市町村課

2 市町村内に新たに生じた土地の告示 第9条の5 第2項 　　〃

1 拠点整備促進区域内における建設行為の
許可

第21条 第1項 都市計画・モノ
レール課

2 建設行為の許可おいて違反した者への必
要な措置の命令

第21条 第6項 　　〃

3 必要な措置を自ら行うこと及びその公告 第21条 第7項 　　〃

4 土地の買取の申出の受理 第22条 第1項 　　〃

5 土地の買取の申出に係る公告 第22条 第2項 　　〃

6 土地の買取 第22条 第3項 　　〃

7 土地を買取際の土地所有者への通知 第22条 第4項 　　〃

8 土地を買取らない者からの通知の受理 第22条 第5項 　　〃

1 土地を有償で譲渡しようとする場合の届
出

第4条 第1項 用地課

2 地方公共団体等による土地の買取希望の
申出受理

第5条 第1項 　　〃

3 買取の協議を行う地方公共団体の決定及
び通知

第6条 第1項 　　〃

4 買取を希望する地方公共団体がない旨の
通知

第6条 第3項 　　〃

5 史跡等に係る地域内の譲渡に届出を要す
る土地の指定

第2条 第1項 用地課

6 買取の申し出が出来る土地の規模を別に
定める規則の制定

第4条 　　〃

1 NPO設立申請書の受理 第10条 第1項 消費・くらし安
全課

2 認証申請の公告・縦覧 第10条 第2項 　　〃

3 設立の認証 第12条 第1項 　　〃

4 不認証の通知 第12条 第3項 　　〃

5 認証にあたっての警察等への意見聴取 第12条の2 　　〃

6 設立登記届出書の受理 第13条 第2項 　　〃

7 役員の変更等の届出の受理 第23条 第1項 　　〃

8 定款変更の認証 第25条 第3項 　　〃

9 定款変更の届出の受理 第25条 第6項 　　〃

10 所管庁の変更を伴う定款変更申請の受理
及び経由

第26条 第1項 　　〃

11 事業報告書等の受理 第29条 　　〃

12 事業報告書等の縦覧 第30条 　　〃

13 事業成功の不能による解散の認証 第31条 第2項 　　〃

14 解散の届出の受理 第31条 第3項 　　〃

15 清算人就職届の受理 第31条の8 　　〃

16 残余財産の譲渡の認証 第32条 第2項 　　〃

17 裁判所からの調査嘱託の受理 第32条の2 第3項 　　〃

18 裁判所に対する意見陳述 第32条の2 第4項 　　〃

19 精算結了届の受理 第32条の3 　　〃

20 合併の認証 第34条 第3項 　　〃

21 報告の聴取、立入検査 第41条 第1項 　　〃

22 改善命令 第42条 　　〃

23 設立認証の取り消し 第43条 第1項 　　〃

24 設立認証の取り消し 第43条 第2項 　　〃

25 暴力排除に係る警察への意見聴取 第43条の2 　　〃

1 土地、水面等の使用の許可 漁港漁場整備法 第24条 第1項 里道等国有財産管
理含む

漁港漁場課

2 危険物等の積載船舶の停係泊場所の指示 第6第 第1項 　　〃 漁港漁場課

3 危険物等の荷役の許可 第6条 第2項 　　〃 　　〃

4 水域の漂流物の除去命令 第7条 　　〃 　　〃

5 指定区域（陸揚・出漁準備）における必
要事項の指示

第8条 第2項 　　〃 　　〃

6 利用上支障ない場合の許可 第8条 第3項 　　〃 　　〃

7 使用届の受理 第9条 　　〃 　　〃

8 禁止区域内における指定施設の使用許可 第11条 第1項 　　〃 　　〃

9 目的外使用許可 第11条 第2項 　　〃 　　〃

10 禁止区域内における指定施設の一時使用
届の受理

第12条 第2項 　　〃 　　〃

11 使用料等の納付 第14条 第1項 　　〃 　　〃

12 使用料等の納付に関する承認 第14条 第2項 　　〃 　　〃

13 入出港届の受理 第16条 　　〃 　　〃

14 監督処分 第17条 　　〃 　　〃

5 漁港の保全に関する
事務

沖縄県漁港管理
条例

2 地方拠点都市地域の
整備等に関する事務

地方拠点都市地
域の整備及び産
業業務施設の再
配置の促進に関
する法律

3

項目
番号

項目の名称 事務の概要 関係法令 条 項

1

所管課

新たに生じた土地に
関する事務

地方自治法

移譲の条件

土地の有償譲渡の届
出及び地方公共団体
等による土地の買取
希望の申出受理等に
関する事務

公有地の拡大の
推進に関する法
律

公有地の拡大の
推進に関する法
律施行令

4 特定非営利活動法人
の設立認証、各種届
出の受理等に関する
事務

特定非営利活動
促進法
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項目
番号

項目の名称 事務の概要 関係法令 条 項 所管課移譲の条件

1 農用地区域内における開発行為の許可 第15条の2 第1項 農政経済課

2 上記許可に係る県農業会議への意見の聴
取

第15条の2 第6項 　　〃

3 農用地区域内における開発許可に対する
監督処分

第15条の3 　　〃

4 農用地区域以外の区域内における開発行
為についての勧告等

第15条の4 第1項 　　〃

5 上記勧告等の内容の公表 第15条の4 第2項 　　〃

1 農地転用(4ｈａ以下)の許可に関する事務 第4条 第1項 農政経済課

2 国又は県が農地転用(4㏊以下)する場合に
おける協議

第4条 第8項 　　〃

3 上記の協議に係る農業委員会への意見の
聴取

第4条 第9項 　　〃

4 農地等の転用(4㏊以下)に係る権利移動の
許可

第5条 第1項 　　〃

5 国又は県が農地等の転用(4㏊以下)に係る
権利移動する場合における協議

第5条 第4項 　　〃

6 上記の協議に係る農業委員会への意見の
聴取

第5条 第5項 　　〃

7 農地の賃貸借の解除等に係る許可 第18条 第1項 　　〃

8 上記の許可に係る県農業委員会ネット
ワーク機構への意見の聴取

第18条 第3項 　　〃

9 立入調査や物件の除去等に関する事務
（権限移譲した事務に限る）

第49条 第1項 　　〃

10 上記立入調査等に係る占有者への通知及
び公示に係る事務（同上）

第49条 第3項 　　〃

11 農業委員会又は県農業委員会ネットワー
ク機構からの報告の徴収（同上）

第50条 　　〃

12 違反転用に対する許可の取消しや原状回
復命令等の処分（同上）

第51条 第1項 　　〃

13 違反転用に対する原状回復等の措置及び
公告に関する事務（同上）

第51条 第3項 　　〃

14 原状回復等の措置に要した費用を違反転
用者等に請求する事務（同上）

第51条 第4項 　　〃

1 ホテル業を営む者に対する改善その他そ
の是正のために必要な措置を講ずべきこ
との指示

第12条 第2項 観光振興課

2 是正の指示を行ったときの国土交通大臣
への通知

第12条 第3項 　　〃

3 ホテル業を営む者に対する改善その他そ
の是正のために必要な措置を講ずべきこ
との指示

第13条 第2項 　　〃

4 是正の指示を行ったときの国土交通大臣
への通知

第13条 第3項 　　〃

5 事業に関する報告の徴収 第44条 第1項 　　〃

6 事業に関する立入検査の実施 第44条 第3項 　　〃

1 一般旅券の発給申請の受理 第3条 第1項 交流推進課

2 有効期間が一年未満等の理由による旅券
の発給申請に係る身分確認のための書類
の提出の要求

第3条 第2項 　　〃

3 住所等を確認するための書類の提示又は
提出の要求

第3条 第3項 　　〃

4 申請者の配偶者又は二親等内の親族等か
らの申請の受理

第3条 第4項 　　〃

5 一般旅券の交付 第8条 第1項 　　〃

6 申請者の出頭が困難な場合の一般旅券の
交付

第8条 第3項 　　〃

7 一般旅券の記載事項に変更を生じた場合
の発給申請の受理

第10条 第1項 　　〃

8 一般旅券の記載事項に変更を生じた場合
の旅券の交付

第10条 第4項 　　〃

9 一般旅券の査証欄の増補申請の受理 第12条 第1項 　　〃

10 一般旅券の査証欄の増補の交付 第12条 第3項 　　〃

11 一般旅券の紛失又は焼失の届出の受理 第17条 第1項 　　〃

12 住所等を確認するための書類の提示又は
提出の要求

第17条 第3項 　　〃

13 失効した一般旅券の返納の受理 第19条 第5項 　　〃

14 返納すべき一般旅券の還付 第19条 第6項 　　〃

1 市街地開発事業等予定区域の区域内にお
ける建築等の許可

第52条の2 第1項 都市計画・モノ
レール課

2 市街地開発事業等予定区域の区域内にお
ける建築等の許可

第52条の2 第2項 　　〃

3 都市計画施設等の区域内における建築の
許可

第53条 第1項 　　〃

4 都市計画施設等の区域内における建築の
許可

第53条 第2項 　　〃

5 建築物の建築の許可に係る特例 第55条 第1項 　　〃

6 建築物の建築の許可に係る特例の申出の
受理

第55条 第2項 　　〃

7 上記の申出に係る相手方の指定 第55条 第3項 　　〃

8 上記の公告 第55条 第4項 　　〃

9 都市計画事業認可後の建築許可 第65条 第1項 　　〃

6 農用地区域内におけ
る開発行為の許可等
に関する事務

農業振興地域の
整備に関する法
律

7

8 登録ホテルへの立入
検査、措置の指示等
に関する事務

国際観光ホテル
整備法

農地等の権利移動及
び農地転用の許可等
に関する事務

農地法

9 旅券の発給・返納等
に関する事務

旅券法

10 都市計画施設等の区
域内における建築の
許可等に関する事務

都市計画法
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項目
番号

項目の名称 事務の概要 関係法令 条 項 所管課移譲の条件

10 施行者からの意見聴取 第65条 第2項 　　〃

11 認可又は承認に係る条件の付与 第79条 　　〃

都市再開発事業の施
行に関する事務

1 第一種市街地再開発事業の施行について
の認可

都市再開発法 第7条の9 第1項 都市計画・モノ
レール課

2 第一種市街地再開発事業の認可による施
行者の氏名等の公告及び図書の送付

第7条の15 第1項 　　〃

3 個人施行者の規準若しくは規約又は事業
計画の変更の認可

第7条の16 第1項 　　〃

4 個人施行者の規準若しくは規約又は事業
計画の変更に伴う施行者の氏名等の公告
及び図書の送付

第7条の16 第2項 　　〃

5 施行者の変動による規約の認可 第7条の17 第4項 　　〃

6 施行者の変動の届出の受理 第7条の17 第7項 　　〃

7 規約の認可及び施行者の変動の届出に係
る公告

第7条の17 第8項 　　〃

8 審査委員の選任に係る承認 第7条の19 第1項 　　〃

9 第一種市街地再開発事業の終了の認可 第7条の20 第1項 　　〃

10 第一種市街地再開発事業を終了の認可に
よる施行者の氏名等の公告

第7条の20 第2項 　　〃

11 第一種市街地再開発事業の組合設立の認
可

第11条 第1項 　　〃

12 事業計画の決定に先立つて組合を設立す
る場合の認可

第11条 第2項 　　〃

13 事業計画の決定に先立って組合を設立し
た場合の事業計画の認可

第11条 第3項 　　〃

14 事業計画の縦覧 第16条 第1項 　　〃

15 事業計画についての意見書の受理 第16条 第2項 　　〃

16 意見書の審査、事業計画の修正の命令及
び意見書が採択されない場合の通知

第16条 第3項 　　〃

17 意見書に対し事業計画に修正をした場合
の申告の受理並びに修正部分の縦覧並び
に審査、命令及び通知

第16条 第5項 　　〃

18 組合の認可による組合の名称等の公告及
び図書の送付

第19条 第1項 　　〃

19 事業計画の決定に先だって組合を認可し
た場合の組合の名称等の公告

第19条 第2項 　　〃

20 法令若しくは定款に違反し、又は著しく
不当な事項がある場合の報告の受理

第27条 第4項 　　〃

21 事業報告書等の受理 第27条 第8項 　　〃

22 理事長の氏名等の届出受理 第28条 第1項 　　〃

23 理事長の氏名等の公告 第28条 第2項 　　〃

24 組合の定款又は事業計画若しくは事業基
本方針の変更の認可

第38条 第1項 　　〃

25 組合の定款又は事業計画若しくは事業基
本方針の変更の認可に伴う名称等の公
告、事業計画の縦覧、意見書の受理、審
査、事業計画の修正の命令、意見書が採
択されない場合の通知、事業計画の修正
の申告の受理並びに修正部分の縦覧並び
に審査

第38条 第2項 　　〃

26 組合の解散の認可 第45条 第4項 　　〃

27 組合の設立についての認可の取り消し及
び解散の認可の公告

第45条 第6項 　　〃

28 組合解散後の清算事務終了の承認 第49条 　　〃

29 再開発会社の規準及び事業計画の認可 第50条の2 第1項 　　〃

30 再開発会社の規準及び事業計画の認可に
伴う名称等の公告、事業計画の縦覧、意
見書の受理、審査、事業計画の修正の命
令、意見書が採択されない場合の通知、
事業計画の修正の申告の受理並びに修正
部分の縦覧並びに審査

第50条の6 　　〃

31 再開発会社の規準及び事業計画の認可に
伴う再開発会社の名称等の公告及び図書
の送付

第50条の8 第1項 　　〃

32 再開発会社の基準及び事業計画の変更認
可

第50条の9 第1項 　　〃

33 再開発会社の基準及び事業計画の変更認
可に伴う再開発会社の名称等の公告及び
図書の送付、事業計画の縦覧、意見書の
受理、審査、事業計画の修正の命令、意
見書が採択されない場合の通知、事業計
画の修正の申告の受理並びに修正部分の
縦覧並びに審査

第50条の9 第2項 　　〃

34 再開発会社の合併若しくは分割又は事業
の譲渡及び譲受

第50条の12 第1項 　　〃

35 再開発会社の合併若しくは分割又は事業
の譲渡及び譲受に伴う再開発会社の名称
等の公告及び図書の送付

第50条の12 第2項 　　〃

36 再開発会社の審査委員の選任に係る承認 第50条の14 第1項 　　〃

37 再開発会社の市街地再開発事業の終了の
認可

第50条の15 第1項 　　〃

38 市街地再開発事業の終了認可に伴う再開
発会社の名称等の公告

第50条の15 第2項 　　〃

11
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項目
番号

項目の名称 事務の概要 関係法令 条 項 所管課移譲の条件

39 個人施行者、組合、再開発会社施行の権
利変換計画の認可

第72条 第1項 　　〃

40 個人施行者、組合、再開発会社施行の権
利変換計画の変更の認可

第72条 第4項 　　〃

41 第一種市街地再開発事業の事業代行の開
始決定

第112条 　　〃

42 事業代行開始の公告 第113条 　　〃

43 事業代行に関する事務 第114条 　　〃

44 事業代行終了の公告 第117条 第1項 　　〃

45 管理処分計画の認可 第118条の6 第1項 　　〃

46 管理処分計画の変更認可 第118条の6 第4項 　　〃

47 再開発会社の事業代行の開始の決定 第118条の30 第1項 　　〃

48 再開発会社の事業代行の開始の公告、事
業代行に関する事務及び終了の公告

第118条の30 第2項 　　〃

49 市街地再開発事業の施行の促進を図るた
めに必要な措置命令

第124条 第3項 　　〃

50 個人施行者に対する事業又は会計の状況
の検査及び施行者のした処分の取消し、
変更もしくは停止又は施行者のした工事
の中止若しくは変更その他必要な措置の
命令

第124条の2 第1項 　　〃

51 個人施行者に対する認可の取消 第124条の2 第2項 　　〃

52 個人施行者に対する認可の取消の公告 第124条の2 第3項 　　〃

53 組合の事業又は会計の状況の検査 第125条 第1項 　　〃

54 組合員の請求による事業又は会計の状況
の検査

第125条 第2項 　　〃

55 組合のした処分の取消し、変更若しくは
停止又は組合のした工事の中止若しくは
変更その他必要な措置の命令

第125条 第3項 　　〃

56 組合の設立の認可の取消 第125条 第4項 　　〃

57 理事長及び監事が総会を召集しない場合
の総会又は総会の部会若しくは総代会の
招集

第125条 第5項 　　〃

58 理事若しくは監事又は総代の解任の請求
に係る投票

第125条 第6項 　　〃

59 組合の議決、選挙、当選又は解任の投票
の取消

第125条 第7項 　　〃

60 再開発会社の事業又は会計の状況の検査 第125条の2 第1項 　　〃

61 所有権又は借地権を有する者の請求によ
る再開発会社に対する事業又は会計の状
況の検査

第125条の2 第2項 　　〃

62 再開発会社のした処分の取消し、変更若
しくは停止又は再開発会社のした工事の
中止若しくは変更その他必要な措置の命
令

第125条の2 第3項 　　〃

63 再開発会社の市街地再開発事業施行の認
可の取消

第125条の2 第4項 　　〃

64 再開発会社の市街地再開発事業の施行の
認可の取消しの公告

第125条の2 第5項 　　〃

65 再開発事業計画の認定申請の受理 第129条の2 第1項 　　〃

66 再開発事業計画の認定の通知 第129条の4 　　〃

67 再開発事業計画の変更 の認定 第129条の5 第1項 　　〃

68 再開発事業計画の変更の認定の通知 第129条の5 第2項 　　〃

69 再開発事業の実施の状況についての報告
の徴収

第129条の6 　　〃

70 地位の承継の承認 第129条の7 　　〃

71 再開発事業を実施していない場合の改善
命令

第129条の8 　　〃

72 改善命令に違反した場合の再開発事業計
画の認可の取消

第129条の9 第1項 　　〃

73 改善命令に違反した場合の再開発事業計
画の認定取消しの通知

第129条の9 第2項 　　〃

74 個人施行の場合の審査委員の解任の承認 第４条の２ 第3項 　　〃

75 組合員から理事等の解任の請求があった
場合において、組合がこれを組合員の投
票に付さないときの、組合の理事等の解
任の投票の公告

第18条 第2項 　　〃

76 解任の投票の際の権限を称する書面の受
理

第13条 第4項 　　〃

77 立会人の意見の聴取 第13条 第9項 　　〃

78 理事等の解任の投票の結果の公告 第14条 第1項 　　〃

79 解任投票録の保存 第15条 第2項 　　〃

80 解任の投票又は解任の投票の結果の効力
に関する異議の申出の受理

第16条 第1項 　　〃

81 異議に対する決定、決定文書の申出人へ
の交付及び決定の要旨の公告

第16条 第2項 　　〃

82 解任の投票の効力の無効の決定 第16条 第3項 　　〃

83 解任の投票の結果の無効の決定 第16条 第4項 　　〃

84 再開発会社施行の場合の審査委員の解任
の承認

第22条の3 　　〃

85 支障がない旨の認定 第53条 第2項 　　〃

都市再開発法施
行令
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項目
番号

項目の名称 事務の概要 関係法令 条 項 所管課移譲の条件

1 特別緑地保全地区内における行為の許可 第14条 第1項 都市計画・モノ
レール課

2 行為の許可に係る条件の付与 第14条 第3項 　　〃

3 特別緑地保全地区内における行為の届出
受理

第14条 第4項 　　〃

4 既着手している場合の届出受理 第14条 第5項 　　〃

5 緑地保全のための必要な助言、勧告 第14条 第7項 　　〃

6 国又は都道府県との協議 第14条 第8項 　　〃

7 原状回復の指示等 第15条 　　〃

8 報告の徴収、立入検査の実施 第19条 　　〃

1 個人施行の認可 第4条 第1項 施行地区が１市町
村に属し、施行面
積が5㏊未満のもの
に限る

都市計画・モノ
レール課

2 個人施行の認可に係る公告等 第9条 第3項 　　〃 　　〃

3 個人施行者の規準又は規約及び事業計画
の変更の認可

第10条 第1項 　　〃 　　〃

4 施行者の変動による認可 第11条 第4項 　　〃 　　〃

5 新たに施行者となった者等の届出の受理 第11条 第7項 　　〃 　　〃

6 認可及び届出等に係る公告 第11条 第8項 　　〃 　　〃

7 土地区画整理事業の廃止又は終了の認可 第13条 第1項 　　〃 　　〃

8 土地区画整理事業の廃止又は終了の認可
に係る公告

第13条 第4項 　　〃 　　〃

9 土地区画整理組合の設立の認可 第14条 第1項 　　〃 　　〃

10 事業計画の縦覧 第20条 第1項 　　〃 　　〃

11 事業計画に係る利害関係者からの意見書
の受理

第20条 第2項
第3項

　　〃 　　〃

12 意見書に基づき修正した場合の処理 第20条 第5項 　　〃 　　〃

13 土地区画整理組合の設立認可に係る公告
等

第21条 第3項 　　〃 　　〃

14 土地区画整理組合の理事の氏名等の届出
受理

第29条 第1項 　　〃 　　〃

15 理事の氏名等の届出に係る公告 第29条 第2項 　　〃 　　〃

16 土地区画整理組合の定款及び事業計画の
変更の認可

第39条 第1項 　　〃 　　〃

17 変更の公告及び大臣への送付 第39条 第4項 　　〃 　　〃

18 組合の解散の認可 第45条 第2項 　　〃 　　〃

19 組合設立の認可の取消又は解散に係る公
告

第45条 第5項 　　〃 　　〃

20 決算報告書の承認 第49条 　　〃 　　〃

21 合併の認可 第50条 第4項 　　〃 　　〃

22 区画整理会社施行による土地区画整理事
業の認可

第51条の2 第1項 　　〃 　　〃

23 規準又は事業計画の変更の縦覧（第51条
の10第2項において準用する場合を含む）

第51条の8 第1項 　　〃 　　〃

24 意見書の受理（第51条の10第2項において
準用する場合を含む）

第51条の8 第2項 　　〃 　　〃

25 意見書の審査、命令及び通知（第51条の
10第2項において準用する場合を含む）

第51条の8 第3項 　　〃 　　〃

26 申告の受理及び修正部分の手続の執行
（第51条の10第2項において準用する場合
を含む）

第51条の8 第5項 　　〃 　　〃

27 規準又は事業計画の変更の認可 第51条の10 第1項 　　〃 　　〃

28 法第51条の10第２項において準用する法
第51条の８第１項に規定する縦覧に関す
る事務（第51条の9第3項（第51条の10第2
項、第51条の11第2項及び第51条の13第4
項において準用する場合を含む））

第51条の10 第2項 　　〃 　　〃

29 法第51条の10第２項において準用する法
第51条の８第２項に規定する意見書の受
理に関する事務（第51条の9第3項（第51
条の10第2項、第51条の11第2項及び第51
条の13第4項において準用する場合を含
む））

第51条の10 第2項 　　〃 　　〃

30 法第51条の10第２項において準用する法
第51条の８第３項の規定による審査、命
令及び通知に関する事務（第51条の9第3
項（第51条の10第2項、第51条の11第2項
及び第51条の13第4項において準用する場
合を含む））

第51条の10 第2項 　　〃 　　〃

31 法第51条の10第２項において準用する法
第51条の８第５項の規定による申告の受
理に関する事務（第51条の9第3項（第51
条の10第2項、第51条の11第2項及び第51
条の13第4項において準用する場合を含
む））

第51条の10 第2項 　　〃 　　〃

32 会社の合併若しくは分割又は土地区画整
理事業の譲渡及び譲受けの認可

第51条の11 第1項 　　〃 　　〃

33 土地区画整理事業の廃止又は終了の認可 第51条の13 第1項 　　〃 　　〃

12 特別緑地保全地区に
おける行為の許可等
に関する事務

都市緑地法

13 個人施行の土地区画
整理事業の施行認可
及び土地整理組合の
認可等に関する事務

土地区画整理法
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項目
番号

項目の名称 事務の概要 関係法令 条 項 所管課移譲の条件

34 土区画整理会社施行による土地区画整理
事業の廃止又は終了の認可に係る公告及
び送付に関する事務（法第51条の９第３
項及び第５項において準用する場合を含
む。）

第51条の13 第４項 　　〃 　　〃

35 換地計画の認可 第86条 第1項 　　〃 　　〃

36 換地計画の変更の認可 第97条 第1項 　　〃 　　〃

37 換地処分の届出 第103条 第3項 　　〃 　　〃

38 換地処分の公告 第103条 第4項 　　〃 　　〃

39 個人施行者に対する措置命令 第124条 第1項 　　〃 　　〃

40 命令に従わない場合の認可の取消 第124条 第2項 　　〃 　　〃

41 認可を取り消した場合の公告 第124条 第3項 　　〃 　　〃

42 組合の事業又は会計の状況の検査 第125条 第1項 　　〃 　　〃

43 組合員からの請求による組合の検査 第125条 第2項 　　〃 　　〃

44 組合に対する措置命令 第125条 第3項 　　〃 　　〃

45 組合の設立の認可の取消 第125条 第4項 　　〃 　　〃

46 組合員の請求による総会の招集 第125条 第5項 　　〃 　　〃

47 理事又は監事の解任の請求があった場合
の投票

第125条 第6項 　　〃 　　〃

48 議決、選挙、当選又は解任の投票の取消 第125条 第7項 　　〃 　　〃

49 区画整理会社の事業及び会計の状況の検
査

125条の2 第1項 　　〃 　　〃

50 区画整理会社の事業及び会計の状況の検
査

125条の2 第2項 　　〃 　　〃

51 区画整理会社のした処分の取消し 125条の2 第3項 　　〃 　　〃

52 土地区画整理事業の施行の認可の取消し 125条の2 第4項 　　〃 　　〃

53 土地区画整理事業の施行の認可の取消し
の公告

125条の2 第5項 　　〃 　　〃

54 農地等の関係の調整に係る県農業委員会
等からの意見聴取

第136条 　　〃 　　〃

55 土地区画整理組合の役員の解任投票に係
る解任投票所の決定、告示

土地区画整理法
施行令

第16条 第2項 施行地区が１市町
村に属し、施行面
積が5㏊未満のもの
に限る

都市計画・モノ
レール課

1 路外駐車場の設置等に伴う届出の受理
（都市計画区域内で500㎡以上のものに限
る）

第12条 都市計画・モノ
レール課

2 路外駐車場の設置に伴う管理規程の届出
の受理（同上）

第13条 第1項 　　〃

3 管理規程の事項の変更の届出の受理（同
上）

第13条 第4項 　　〃

4 路外駐車場の供用の休止・廃止に係る届
出の受理（同上）

第14条 　　〃

5 路外駐車場管理者からの報告・資料の徴
収及び施設業務の立入検査等の実施（同
上）

第18条 第1項 　　〃

6 法及び命令に違反している路外駐車場管
理者への是正の措置命令及び供用の停止
命令等（同上）

第19条 　　〃

1 宅地造成工事規制区域の指定 第3条 第1項 建築指導課

2 指定に係る国土交通大臣への報告 第3条 第3項 　　〃

3 宅地造成工事規制区域の指定のための調
査

第4条 第1項 　　〃

4 調査を行うに当たっての土地占有者への
通知

第4条 第2項 　　〃

5 土地立入に当たっての土地占有者への通
知

第4条 第3項 　　〃

6 土地の立入に係る試掘等の許可、意見を
述べる機会の設定

第5条 第1項 　　〃

7 試掘等を行う場合の通知 第5条 第2項 　　〃

8 障害物を除去した後の土地占有者への通
知

第5条 第3項 　　〃

9 許可証の交付 第6条 第2項 　　〃

10 土地の立入による損失の補償 第7条 第1項 　　〃

11 損失の補償に係る関係者との協議 第7条 第2項 　　〃

12 収用委員会への申請 第7条 第3項 　　〃

13 宅地造成に関する工事の許可 第8条 第1項 　　〃

14 許可に係る条件の付与 第8条 第3項 　　〃

15 宅地造成に関する工事の許可・不許可の
決定

第10条 第1項 　　〃

16 許可・不許可の通知 第10条 第2項 　　〃

17 国又は都道府県の許可の特例 第11条 　　〃

18 宅地造成に関する工事の変更許可 第12条 第1項

19 工事完了の検査 第13条 第1項 　　〃

20 検査済証の交付 第13条 第2項 　　〃

21 宅地造成に関する工事の許可の取消 第14条 第1項 　　〃

22 違反事案に対する必要な措置の命令 第14条 第2項 　　〃

23 規定に不適合と認められる場合の必要な
措置の命令

第14条 第3項 　　〃

14 路外駐車場の設置等
に関する事務

駐車場法

15 宅地造成工事規制区
域の指定及び区域内
での行為の許可等に
関する事務

宅地造成等規制
法
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項目
番号

項目の名称 事務の概要 関係法令 条 項 所管課移譲の条件

24 工事の停止命令 第14条 第4項 　　〃

25 代執行の実施及びその公告 第14条 第5項 　　〃

26 宅地造成工事規制区域の指定に係る工事
等の届出

第15条 第1項 　　〃

27 擁壁又は排水施設に関する工事の許可 第15条 第2項 　　〃

28 宅地以外の土地を宅地に転用した場合の
届出受理

第15条 第3項 　　〃

29 災害の防止のために必要があると認める
場合の勧告

第16条 第2項 　　〃

30 代執行の実施 第17条 第1項 　　〃

31 宅地造成に関する工事の改善命令 第17条 第2項 　　〃

32 代執行の実施及びその公告 第16条 第3項 　　〃

33 宅地造成に関する工事の状況検査の実施 第18条 第1項 　　〃

34 宅地の所有者、管理者等からの報告の徴
取

第19条 第1項 　　〃

35 造成宅地防災区域の指定 第21条 第1項 　　〃

36 災害の防止のために必要があると認める
場合の勧告

第22条 第1項 　　〃

37 災害の防止のために必要があると認める
場合の勧告（宅地所有者等以外）

第22条 第2項 　　〃

38 災害の防止に関する都道府県へ意見の申
し出

第24条 第1項 　　〃

1 開発行為の許可 第29条 第1項 建築指導課

2 開発行為の許可（都市計画区域及び準都
市計画区域外の区域）

第29条 第2項 　　〃

3 許可申請の受理 第30条 第1項 　　〃

4 開発審査会への付議 第34条 第10号 　　〃

5 開発行為の許可、不許可の通知 第35条 第2項 　　〃

6 開発行為の変更の許可 第35条の2 第1項 　　〃

7 開発行為の変更許可の申請受理 第35条の2 第2項 　　〃

8 開発行為の軽微な変更の届出受理 第35条の2 第3項 　　〃

9 開発行為の変更の許可、不許可の通知 第35条の2 第4項 　　〃

10 工事完了の届出受理 第36条 第1項 　　〃

11 工事完了の検査及び検査済証の交付 第36条 第2項 　　〃

12 工事完了の公告 第36条 第3項 　　〃

13 開発行為に関する工事の完了公告前の建
築等の承認

第37条 第1号 　　〃

14 開発行為に関する工事の完了公告前の建
築等の承認申請の受理

第37条 第1号 　　〃

15 開発行為に関する工事の廃止に係る届出
受理

第38条 　　〃

16 開発許可をする場合の建築物の建ぺい率
等の指定

第41条 第1項 　　〃

17 建築物の建ぺい率等の指定に係る特例の
許可

第41条 第2項 　　〃

18 開発許可を受けた土地における予定建築
物以外の建築等許可

第42条 第1項 　　〃

19 開発許可を受けた土地の建築等における
国等との協議

第42条 第2項 　　〃

20 開発許可を受けた土地以外の土地におけ
る建築等の許可

第43条 第1項 　　〃

21 許可に基づく地位の継承の届出受理（一
般承継）

第44条 　　〃

22 許可に基づく地位の継承（特定承継） 第45条 　　〃

23 許可に基づく地位の継承の承認申請の受
理（特定承継）

第45条 　　〃

24 開発登録簿の調製、保管 第46条 　　〃

25 開発許可に係る登録簿への登録 第47条 第1項 　　〃

26 登録簿への附記 第47条 第2項 　　〃

27 登録簿への附記 第47条 第3項 　　〃

28 登録簿への修正 第47条 第4項 　　〃

29 登録簿の保管及び写しの交付 第47条 第5項 　　〃

1 被災市街地復興推進地域内における建築
行為等の許可

第7条 第1項 都市計画・モノ
レール課

2 建築行為等の許可に係る条件の付与 第7条 第4項 　　〃

3 違反した者への原状回復及び工作物の移
転、除去命令

第7条 第5項 　　〃

4 代執行の実施及びその公告 第7条 第6項 　　〃

5 土地買取の申出の受理 第8条 第1項 　　〃

6 土地買取の申出に係る公告 第8条 第2項 　　〃

7 土地の買取 第8条 第3項 　　〃

8 土地を買い取らない場合の通知 第8条 第4項 　　〃

9 土地を買い取らない旨の通知の受理 第8条 第5項 　　〃

16 都市計画区域等での
開発行為の許可等に
関する事務

都市計画法

17 被災市街地復興推進
地域内における建築
行為の許可等に関す
る事務

被災市街地復興
特別措置法
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項目
番号

項目の名称 事務の概要 関係法令 条 項 所管課移譲の条件

1 優良宅地の認定 第28条の4 第3項第5号
イ

建築指導課

2 優良住宅の認定 第28条の4 第3項第6号 　　〃

3 優良宅地の認定 第31条の2 第2項第14号
ハ

　　〃

4 優良住宅の認定 第31条の2 第2項第15号
ニ

　　〃

5 優良宅地の認定 第62条の3 第4項第14号
ハ

　　〃

6 優良住宅の認定 第62条の3 第4項第15号
ニ

　　〃

7 優良宅地の認定 第63条 第3項第5号
イ

　　〃

8 優良住宅の認定 第63条 第3項第6号 　　〃

9 優良宅地の認定 第68条の69 第3項第5号
イ

　　〃

10 優良住宅の認定 第68条の69 第3項第6号 　　〃

1 生活関連施設の適合証の交付 第18条 特定行政庁である
こと

障害福祉課
（建築指導課）

2 特定生活関連施設の新築等の事前協議 第20条 　　〃 　　〃

3 特定生活関連施設の新築等の指導及び助
言

第21条 　　〃 　　〃

4 特定生活関連施設の工事完了の届出の受
理

第22条 　　〃 　　〃

5 特定生活関連施設の完了検査 第23条 　　〃 　　〃

6 特定生活関連施設の設置者に必要な報告
を求める事務及び立入調査

第26条 　　〃 　　〃

1 措置又は除去を自ら又は委任した者等が
行うこと

屋外広告物法 第7条 第2項 台帳の整備 都市計画・モノ
レール課

2 措置又は除去を自ら又は委任した者等が
行うこと

第7条 第3項 　　〃 　　〃

3 措置又は除去を自ら又は委任した者等が
行うこと

第7条 第4項 　　〃 　　〃

4 除去した広告物等の保管 第8条 第1項 　　〃 　　〃

5 除去した広告物等の保管に係る公示 第8条 第2項 　　〃 　　〃

6 広告物等の売却及びその代金の保管 第8条 第3項 　　〃 　　〃

7 広告物等の廃棄 第8条 第4項 　　〃 　　〃

8 許可地域における広告物又は掲出物件の
設置の許可

第6条 第1項 　　〃 都市計画・モノ
レール課

9 市町村における広告物又は掲出物件の設
置の許可

第6条 第2項 　　〃 　　〃

10 禁止地域における広告物又は掲出物件の
設置の許可

第7条 第5項 　　〃 　　〃

11 禁止地域における公共的目的等を有する
広告物又は掲出物件の設置の許可

第7条 第6項 　　〃 　　〃

12 許可の条件の付加 第10条 第1項 　　〃 　　〃

13 許可期間の更新 第10条 第3項 　　〃 　　〃

14 変更等の許可 第11条 第1項 　　〃 　　〃

15 除却届の受理 第15条 第2項 　　〃 　　〃

16 許可の取り消し 第16条 　　〃 　　〃

17 必要な措置の命令 第17条 第1項 　　〃 　　〃

18 必要な措置を職員又は委任した者に行わ
せる公告

第17条 第2項 　　〃 　　〃

19 広告物又は掲出物件を保管した場合の公
示及び保管物件閲覧簿の備え付け等

第19条 第2項 　　〃 　　〃

20 広告物又は掲出物件の返還 第23条 　　〃 　　〃

21 立入検査 第24条 第1項 　　〃 　　〃

22 管理者等の届出の受理 第27条 第1項 　　〃 　　〃

23 変更届出の受理 第27条 第2項 　　〃 　　〃

24 滅失届出の受理 第27条 第3項 　　〃 　　〃

25 氏名等変更の受理 第27条 第4項 　　〃 　　〃

1 訪問販売業者等に対する指示 第7条 第1項 消費・くらし安
全課

2 訪問販売等に対する業務停止命令 第8条 第1項 　　〃

3 連鎖販売業を行う者に対する指示 第38条 　　〃

4 連鎖販売業を行う者に対する業務停止命
令

第39条 　　〃

5 特定継続的役務提供事業者に対する指示 第46条 　　〃

6 特定継続的役務提供事業者に対する業務
命令

第47条 　　〃

7 業務提供誘引販売事業者に対する指示 第56条 　　〃

8 業務提供誘引販売事業者に対する業務停
止命令

第57条 　　〃

9 申出による調査 第60条 第1項 　　〃

10 報告及び立入検査の実施 第66条 第1項 　　〃

1 違反行為に対する必要な指示 第7条 消費・くらし安
全課

2 内閣総理大臣への措置請求 第8条 　　〃

3 違反行為を行った者への報告の徴収・立
入検査

第9条 第2項 　　〃

21 特定商取引の不当な
行為に係る指示等に
関する事務

特定商取引に関
する法律

18 優良宅地及び住宅の
認定に関する事務

租税特別措置法

19 福祉のまちづくり条
例に基づく適合証の
交付等に関する事務

沖縄県福祉のま
ちづくり条例

20 屋外広告物の許可、
違反広告物の是正等
に関する事務

沖縄県屋外広告
物条例

22 不当景品類及び不当
表示に係る指示等に
関する事務

不当景品類及び
不当表示防止法
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項目
番号

項目の名称 事務の概要 関係法令 条 項 所管課移譲の条件

1 法を遵守しない販売業者に対する指示 第4条 第1項 消費・くらし安
全課

2 指示に従わない販売業者等の公表 第4条 第3項 　　〃

3 家庭用品の品質に関する一般消費者から
の申し出の受理

第10条 第1項 　　〃

4 上記申し出による調査の実施及び是正措
置

第10条 第2項 　　〃

5 法に基づく販売業者からの報告徴収及び
業者への立入検査の実施

第19条 第2項 　　〃

6 報告に関する事務 家庭用品品質表
示法施行令

第4条 第6項 　　〃

1 小売業を行う者への標準価格等の表示等
の指示

第6条 第2項 消費・くらし安
全課

2 指示に従わなかった者の公表 第6条 第3項 　　〃

3 販売する者への標準価格に関する指示 第7条 第1項 　　〃

4 指示に従わなかった者の公表 第7条 第2項 　　〃

5 立入検査の実施 第30条 第1項 　　〃

1 法に基づく特定製品を販売する事業者か
らの報告の徴収

第40条 第1項 消費・くらし安
全課

2 特定製品を販売する事業者等への事務所
等の立入検査の実施

第41条 第1項 　　〃

3 特定製品の提出命令 第42条 第1項 　　〃

4 報告に関する事務 消費生活用製品
安全法施行令

第14条 第2項 　　〃

1 政令で指定された物資の調査 第3条 消費・くらし安
全課

2 物資を大量に保有している者に対する売
り渡しの指示

第4条 第1項 　　〃

3 指示に従わなかった時の命令 第4条 第2項 　　〃

4 協議が整わない場合の裁定 第4条 第4項 　　〃

5 裁定の通知 第4条 第5項 　　〃

6 事業者からの報告の徴収、立入検査の実
施等

第5条 第1項 　　〃

7 倉庫その他の場所への立入検査等 第5条 第2項 　　〃

1 適正な計量の実施に著しい支障を生じて
いる者への勧告

第10条 第2項 市 消費・くらし安
全課

2 勧告に従わなかった者の公表 第10条 第3項 　　〃 　　〃

3 計量及び表記に係る必要な措置の勧告 第15条 第1項 　　〃 　　〃

4 勧告に従わなかった者の公表 第15条 第2項 　　〃 　　〃

5 勧告に係る必要措置の命令 第15条 第3項 　　〃 　　〃

6 業務に関する報告の徴収 第147条 第1項 市
商品量目関係に限
る

　　〃

7 立入検査の実施及び質問 第148条 第1項 　　〃 　　〃

8 計量器等の提出命令 第149条 第1項 　　〃 　　〃

9 提出に伴う損失の補償 第149条 第3項 　　〃 　　〃

10 特定物像量の表記の抹消 第150条 第1項 市 　　〃

11 抹消に伴う所有者等への告知 第150条 第2項 　　〃 　　〃

1 会員制事業者に対する必要な措置の指示 第10条 消費・くらし安
全課

2 法令に違反した場合等の業務の停止命令 第11条 第1項 　　〃

3 業務停止命令に係る公表 第11条 第2項 　　〃

4 会員制事業者からの報告の徴収、検査の
実施

第17条 第1項 　　〃

1 事業を行う者からの報告の徴収 第45条 第1項 産業政策課

2 事業を行う者への立入検査等 第46条 第1項 　　〃

3 電気用品の提出命令 第46条の2 第1項 　　〃

4 経済産業大臣への報告 電気用品安全法
施行令

第5条 第2項 　　〃

1 火薬類の譲渡又は譲受の許可 火薬類取締法 第17条 第1項 台帳等基礎資料の
整備

産業政策課

2 火薬類の譲渡又は譲受の許可の取消 第17条 第3項 　　〃 　　〃

3 火薬類の譲渡証又は譲受証の交付 第17条 第4項 　　〃 　　〃

4 火薬類の譲渡証又は譲受証の期間の設定 第17条 第6項 　　〃 　　〃

5 火薬類の譲渡証又は譲受証の書換 第17条 第7項 　　〃 　　〃

6 火薬類の譲渡証又は譲受証の再交付 第17条 第8項 　　〃 　　〃

7 火薬類（煙火）の消費（爆発又は燃焼）
の許可

第25条 第1項 　　〃 　　〃

8 火薬類（煙火）の消費（爆発又は燃焼）
の許可の取消

第25条 第3項 　　〃 　　〃

9 火薬類の消費に係る立入検査の実施 第43条 第1項 　　〃 　　〃

10 火薬類の消費に係る緊急措置等 第45条 　　〃 　　〃

11 火薬類の消費に係る事故届の受理 第46条 第2項 　　〃 　　〃

12 爆発及び災害発生時の現状変更の指示 第47条 　　〃 　　〃

13 火薬類の消費許可に係る県公安委員会等
への通報

第52条 第2項 　　〃 　　〃

14 警察官からの通報の受理 第52条 第5項 　　〃 　　〃

23 家庭用品の品質表示
に係る指示、検査等
に関する事務

家庭用品品質表
示法

24 国民生活との関連性
が高い物質等の標準
価格の指示等に関す
る事務

国民生活安定緊
急措置法

ゴルフ場等に係
る会員契約の適
正化に関する法
律

25 消費生活用製品安全
法に基づく特定製品
の検査等に関する事
務

消費生活用製品
安全法

26 国民生活との関連性
が高い物質等の買い
占め及び売り惜しみ
に対する指示等に関
する事務

生活関連物資等
の買占め及び売
惜しみに対する
緊急措置に関す
る法律

29 電気用品安全法に基
づく立ち入り検査等
に関する事務

30 火薬類の消費の許可
等に関する事務

電気用品安全法

27 適正な計量の実施に
著しい支障を生じて
いる者への勧告等に
関する事務

計量法

28 ゴルフ場等に係る会
員契約の適正化に係
る指示等に関する事
務
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項目
番号

項目の名称 事務の概要 関係法令 条 項 所管課移譲の条件

1 販売事業を行おうとする者からの登録の
申請受理

第3条 産業政策課

2 液化石油ガス販売業者登録簿への登録 第3条の2 第1項 　　〃

3 申請者への通知 第3条の2 第2項 　　〃

4 液化石油ガス販売業者登録簿の謄本の交
付、閲覧の申請受理

第3条の2 第3項 　　〃

5 登録の拒否 第4条 第1項 　　〃

6 登録の拒否の通知 第4条 第2項 　　〃

7 登録行政庁の変更の場合における届出の
受理

第6条 　　〃

8 販売所等の変更の届出の受理 第8条 　　〃

9 販売事業者の承継届の受理 第10条 第3項 　　〃

10 災害の発生の防止に関し必要な措置に係
る命令

第13条 第2項 　　〃

11 書面の交付又は再交付の命令 第14条 第2項 　　〃

12 供給施設の適合命令 第16条の2 第2項 　　〃

13 貯蔵施設又は販売の方法への改善命令 第16条 第3項 　　〃

14 業務主任者の選任又は解任の届出の受理 第19条 第2項 　　〃

15 業務主任者の代理者の選任又は解任の届
出の受理

第21条 第2項 　　〃

16 業務主任者及び代理人の解任命令 第22条 　　〃

17 廃止の届出 第23条 　　〃

18 販売事業者の登録の取消 第25条 　　〃

19 販売事業者の登録の取消及び一部停止 第26条 　　〃

20 販売事業者の登録の消除 第26条の2 　　〃

21 保安業務を行おうとする者への認定 第29条 第1項 　　〃

22 保安機関の認定の更新 第32条 第1項 　　〃

23 一般消費者等の数の増加の認可 第33条 第1項 　　〃

24 一般消費者等の数の減少の認可 第33条 第2項 　　〃

25 保安機関への改善命令 第34条 第3項 　　〃

26 保安業務に関する規定の認可又は変更の
認可

第35条 第1項 　　〃

27 保安業務に関する規定の変更命令 第35条 第3項 　　〃

28 保安機関への適合命令 第35条の2 　　〃

29 保安機関認定の取消 第35条の3 　　〃

30 保安機関の認定行政庁の変更 第35条の4 　　〃

31 消費施設の基準適合命令 第35条の5 　　〃

32 保安の確保の方法等の認定 第35条の6 第1項 　　〃

33 認定販売業者からの報告の徴収 第35条の7 　　〃

34 販売業者の認定の取消 第35条の10 第1項 　　〃

35 販売業者の認定の取消 第35条の10 第2項 　　〃

36 貯蔵施設等の設置の許可 第36条 第1項 　　〃

37 貯蔵施設等の変更の許可 第37条の2 第1項 　　〃

38 貯蔵施設等の変更の届出の受理 第37条の2 第2項 　　〃

39 貯蔵施設等の完成検査の実施又は完成届
の受理

第37条の3 第1項 　　〃

40 完成検査届出の受理 第37条の3 第2項 　　〃

41 充填設備の許可 第37条の4 第1項 　　〃

42 充填事業者に対する基準適合命令 第37条の5 第3項 　　〃

43 充填事業者に対する保安検査及び保安検
査を受けた旨の届出の受理

第37条の6 第1項 　　〃

44 充填事業者に対する保安検査の結果の受
理

第37条の6 第3項 　　〃

45 販売事業者又は充填事業者の貯蔵施設、
特定供給設備又は充填設備の許可の取消
し及び使用の停止の命令

第37条の7 第1項 　　〃

46 特定供給設備の使用の停止の命令に係る
一般消費者に対する通知

第37条の7 第2項 　　〃

47 石油液化ガス設備工事の届出受理 第38条の3 　　〃

48 特定石油ガス整備工事事業の届出の受理 第38条の10 第1項 　　〃

49 特定石油ガス整備工事事業の変更及び廃
止届の受理

第38条の10 第2項 　　〃

50 販売事業者等に対する報告の徴収 第82条 第1項 　　〃

51 充填事業者に対する報告の徴収 第82条 第2項 　　〃

52 販売業者等への県の立入検査 第83条 第3項 　　〃

53 認定保安機関への県の立入検査 第83条 第4項 　　〃

54 許可等の条件の付与 第84条 　　〃

55 関係行政機関への通報 第87条 第1項 　　〃

56 都道府県知事の公示 第88条 第2項 　　〃

57 聴聞の特例 第90条 第1項 　　〃

1 浄化槽の設置等の届出 第5条 第1項 環境衛生指導員の
資格を有した職員
の配置が望ましい

環境整備課

2 浄化槽設置計画等に対する勧告 第5条 第2項 　　〃 　　〃

31 液化石油ガス設備工
事の届出等に関する
事務

液化石油ガスの
保安の確保及び
取引の適正化に
関する法律

32 浄化槽の設置に係る
届出等の受理、監督
に関する事務

浄化槽法
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項目
番号

項目の名称 事務の概要 関係法令 条 項 所管課移譲の条件

3 届出の内容が相当である旨の通知 第5条 第4項 　　〃 　　〃

4 指定検査機関からの浄化槽設置後の水質
検査結果報告の受理

第7条 第2項 　　〃 　　〃

5 浄化槽管理者への浄化槽設置後等の水質
検査の実施にかかる指導、助言

第7条の2 第1項 　　〃 　　〃

6 生活環境の保全等上必要がある場合の浄
化槽管理者への勧告

第7条の2 第2項 　　〃 　　〃

7 設置後等の水質検査についての措置命令 第7条の2 第3項 　　〃 　　〃

8 浄化槽管理者からの届出受理 第10条の2 第1項 　　〃 　　〃

9 技術管理者変更した場合の届出受理 第10条の2 第2項 　　〃 　　〃

10 浄化槽管理者の変更による届出の受理 第10条の2 第3項 　　〃 　　〃

11 指定検査機関からの定期水質検査結果報
告の受理

第11条 第2項 　　〃 　　〃

12 浄化槽廃止届出の受理 第11条の2 　　〃 　　〃

13 浄化槽管理者に対する助言、指導 第12条 第1項 　　〃 　　〃

14 浄化槽管理者に対する改善命令等 第12条 第2項 　　〃 　　〃

15 浄化槽管理者への定期水質検査の実施に
係る指導、助言

第12条の2 第1項 　　〃 　　〃

16 生活環境の保全等上必要がある場合の浄
化槽管理者への勧告

第12条の2 第2項 　　〃 　　〃

17 定期検査の実施についての措置命令 第12条の2 第3項 　　〃 　　〃

18 浄化槽管理者等からの報告の徴収 第53条 第1項 　　〃 　　〃

19 浄化槽管理者等への立入検査、質問等 第53条 第2項 　　〃 　　〃

1 クリーニング師免許の交付 第1条 第1項 移譲する事務と関
連する公衆衛生業
務及び保健所のよ
うな公衆衛生機能
をもつこと。

衛生薬務課

2 クリーニング師免許の訂正に係る訂正免
許の交付

第1条 第2項 　　〃 　　〃

3 クリーニング師免許の亡失又はき損に係
る免許証の再交付

第1条 第3項 　　〃 　　〃

4 クリーニング師試験の受験願書の受理 第3条 移譲する事務と関
連する公衆衛生業
務及び保健所のよ
うな公衆衛生機能
をもつこと。

衛生薬務課

5 クリーニング師免許の交付に係る申請の
受理

第4条 　　〃 　　〃

6 クリーニング師免許の再交付に係る申請
の受理

第6条 　　〃 　　〃

7 クリーニング師免許の変更に係る申請の
受理

第8条 　　〃 　　〃

8 クリーニング師免許の返納の受理 第9条 　　〃 　　〃

9 クリーニング師免許の返納の受理 第10条 第2項 　　〃 　　〃

1 建築物における衛生的環境の確保に関す
る事業の登録申請の受理

第12条の2 第1項 移譲する事務と関
連する公衆衛生業
務及び保健所のよ
うな公衆衛生機能
をもつこと。

衛生薬務課

2 登録業者に対する立入検査、報告の徴収 第12条の5 　　〃 　　〃

3 登録業者の変更又は登録に係る事業を廃
止した時の届出受理

建築物における
衛生的環境の確
保に関する法律
施行規則

第33条 第1項 移譲する事務と関
連する公衆衛生業
務及び保健所のよ
うな公衆衛生機能
をもつこと。

衛生薬務課

1 動物取扱業の登録申請の受理 第10条 第2項 中核市
獣医師等の配置

自然保護課

2 動物取扱登録簿への登録 第11条 第1項 　　〃 　　〃

3 登録の申請者への通知 第11条 第2項 　　〃 　　〃

4 動物登録業登録の拒否 第12条 第1項 　　〃 　　〃

5 登録拒否の申請者への通知 第12条 第2項 　　〃 　　〃

6 登録の更新 第13条 第2項 　　〃 　　〃

7 変更の届出の受理 第14条 第1項 　　〃 　　〃

8 変更の届出の受理 第14条 第2項 　　〃 　　〃

9 登録変更及び登録変更拒否の届出者への
通知

第14条 第3項 　　〃 　　〃

10 動物取扱業者登録簿の閲覧 第15条 　　〃 　　〃

11 廃業等の届出の受理 第16条 第1項 　　〃 　　〃

12 登録の抹消 第17条 第1項 　　〃 　　〃

13 登録の取り消し等 第19条 　　〃 　　〃

14 基準遵守義務に係る改善勧告 第23条 第1項 　　〃 　　〃

15 動物取扱責任者研修に係る改善勧告 第23条 第2項 　　〃 　　〃

16 勧告に係る措置命令 第23条 第3項 　　〃 　　〃

17 報告及び検査 第24条 第1項 　　〃 　　〃

18 第2種動物取扱業の届出受理 第24条の２ 　　〃 　　〃

19 第2種動物取扱業の変更届出受理 第24条の3 1項 　　〃 　　〃

33 クリーニング師試験
の受験願書受理等に
関する事務

クリーニング業
法施行令

クリーニング業
法施行規則

34 建築物における衛生
的環境の確保に関す
る事業の登録申請の
受理に関する事務

建築物における
衛生的環境の確
保に関する法律

35 動物取扱業の登録申
請の受理等に関する
事務

動物愛護及び管
理に関する法律
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項目
番号

項目の名称 事務の概要 関係法令 条 項 所管課移譲の条件

20 第2種動物取扱業の届出や廃止届出受理 第24条の3 2項 　　〃 　　〃

21 同法施行規則第１２条に定める事態を生
じさせているものに対する勧告

第25条 第1項 　　〃 　　〃

22 同法施行規則第１２条に定める事態を生
じさせているものに対する勧告に係る措
置命令

第25条 第2項 　　〃 　　〃

23 虐待を生じさせているものに対する勧告
または措置命令

第25条 3項 　　〃 　　〃

24 特定動物の飼養又は保管の許可 第26条 第1項 　　〃 　　〃

25 特定動物の飼養又は保管の許可の基準 第27条 第1項 　　〃 　　〃

26 特定動物の飼養又は保管の許可に条件を
付す

第27条 第2項 　　〃 　　〃

27 特定動物の飼養又は保管の変更の許可 第28条 第1項 　　〃 　　〃

28 軽微な変更等の届出受理 第28条 3項 　　〃 　　〃

29 特定動物の飼養又は保管の変更の許可取
消

第29条 第1項 　　〃 　　〃

30 特定動物飼養者に対する措置命令等 第32条 　　〃 　　〃

31 報告及び検査 第33条 　　〃 　　〃

1 墓地、火葬場等の経営の許可 第10条 第1項 衛生薬務課

2 墓地区域、火葬場の施設の変更又は、墓
地・火葬場等の廃止の許可

第10条 第2項 　　〃

3 火葬場への立入検査の実施及び、墓地・
火葬場等の管理者からの報告の徴収

第18条 第1項 　　〃

4 公衆衛生その他公共の福祉の見地から必
要があると認められる場合の施設の改善
命令、施設使用の制限・禁止の命令、経
営許可の取り消し

第19条 第1項 　　〃

5 工事完了届出の受理及び検査 墓地、埋葬等に
関する法律施行
細則

第12条 第1項 　　〃

1 専用水道の布設工事が設置基準に適合す
るものであることの確認

第32条 衛生薬務課

2 確認に係る申請書の受理 第33条 第1項 　　〃

3 申請書の変更に係る届出の受理 第33条 第3項 　　〃

4 設置基準に適合する確認等の通知 第33条 第5項 　　〃

5 専用水道の給水開始前の届出の受理専用
水道設置者が業務を委託した時の届出の
受理

第34条 第1項 　　〃

6 専用水道の水道施設の改善指示 第36条 第1項 　　〃

7 専用水道の水道技術管理者に対する警告
等

第36条 第2項 　　〃

8 専用水道の停止命令 第37条 　　〃

9 専用水道設置者等への立入検査等 第39条 第2項 　　〃

1 簡易水道設置者等への必要な指示 第36条 第3項 衛生薬務課

2 簡易水道の停止命令 第37条 　　〃

3 簡易水道設置者等への立入検査等 第39条 第3項 　　〃

1 国定公園事業の執行協議 第16条 第2項 国定公園所在市町
村

自然保護課

2 国定公園事業の執行認可 第16条 第3項 　　〃 　　〃

3 国定公園事業の変更認可 第16条 第４項 　　〃 　　〃

4 国定公園事業の承継の承認 第16条 第４項 　　〃 　　〃

5 国定公園事業の相続の承認 第16条 第４項 　　〃 　　〃

6 国定公園事業の休廃止の届出 第16条 第４項 　　〃 　　〃

7 国定公園特別地域内における工作物の新
築等の許可

第20条 第3項 　　〃 　　〃

8 国定公園特別保護地区内における工作物
の新築等の許可

第21条 第3項 　　〃 　　〃

9 国定公園海域公園地区内における工作物
の新築等の許可

第22条 第３項 　　〃 　　〃

10 国定公園普通地域内における工作物の新
築等の届出

第33条 第1項 　　〃 　　〃

11 国に関する特例に係る協議 第68条 第1項 　　〃 　　〃

1 土地の掘削の許可に係る申請書の受理 第3条 第1項 経由事務 自然保護課

2 許可の有効期間の更新に係る申請の受理 第5条 第2項 　　〃 　　〃

3 土地の掘削許可を受けた者である法人の
合併及び分割に係る承継の承認申請の受
理

第６条 第１項 　　〃 　　〃

4 土地掘削許可を受けた者の相続に係る承
継の承認申請の受理

第７条 第１項 　　〃 　　〃

5 掘削のための施設の変更許可に係る申請
の受理

第７条の２ 第１項 　　〃 　　〃

6 工事完了又は廃止の届出の受理 第8条 第3項 　　〃 　　〃

7 増堀の許可に係る申請の受理 第11条 第1項 　　〃 　　〃

8 動力装置の許可に係る申請の受理 第11条 第2項 　　〃 　　〃

9 増掘の許可を受けた者である法人の合併
及び分割に係る承継の承認申請の受理

第11条 第２項 　　〃 　　〃

10 増掘の許可を受けた者の相続に係る承継
の承認申請の受理

第11条 第２項 　　〃 　　〃

36 墓地、火葬場等の経
営の許可等に関する
事務

墓地、埋葬等に
関する法律

37 専用水道の指導監査
等に関する業務

水道法

38 簡易専用水道の指導
監査等に関する事務

39 国定公園内における
行為の許可等に関す
る事務

自然公園法

40 温泉法等に基づく各
種届出等の受理等に
関する事務

温泉法
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項目
番号

項目の名称 事務の概要 関係法令 条 項 所管課移譲の条件

11 増掘のための施設の変更許可に係る申請
の受理

第11条 第２項 　　〃 　　〃

12 動力装置の許可を受けた者である法人の
合併及び分割に係る承継の承認申請の受
理

第11条 第３項 　　〃 　　〃

13 動力装置の許可を受けた者の相続に係る
承継の承認申請の受理

第11条 第３項 　　〃 　　〃

14 温泉の採取の許可に係る申請の受理 第14条の２ 第１項 　　〃 　　〃

15 温泉の採取の許可を受けた者である法人
の合併及び分割に係る承継の承認申請の
受理

第14条の３ 第１項 　　〃 　　〃

16 温泉の採取の許可を受けた者の相続に係
る承継の承認申請の受理

第14条の４ 第１項 　　〃 　　〃

17 可燃性天然ガスの濃度についての確認に
係る申請の受理

第14条の５ 第１項 　　〃 　　〃

18 可燃性天然ガス濃度の確認を受けた者の
地位の承継に係る申請の受理

第14条の６ 第１項 　　〃 　　〃

19 温泉の採取のための施設の変更許可に係
る申請の受理

第14条の７ 第１項 　　〃 　　〃

20 温泉の採取の事業の廃止の届出の受理 第14条の８ 第１項 　　〃 　　〃

21 温泉利用の許可に係る申請の受理 第15条 第１項 　　〃 　　〃

22 温泉の利用の許可を受けた者である法人
の合併及び分割に係る承継の承認申請の
受理

第16条 第１項 　　〃 　　〃

23 温泉の利用の許可を受けた者の相続に係
る承継の承認申請の受理

第17条 第１項 　　〃 　　〃

24 温泉の成分等の掲示に係る届出の受理 第18条 第４項 　　〃 　　〃

25 温泉成分分析を行う者の登録に係る申請
の受理

第19条 第1項 　　〃 　　〃

26 登録分析機関の変更に係る届出の受理 第20条 　　〃 　　〃

27 登録分析機関の廃止に係る届出の受理 第21条 第1項 　　〃 　　〃

1 社会福祉法人の設立の認可 第32条 社会福祉法人及び当
該法人が運営してい
る施設の所在が同一
町村でかつ同施設の
利用者が当該町村の
住民に限る場合

福祉政策課、保
護･援護課、高
齢者福祉介護
課、青少年・子
ども家庭課、子
育て支援課、障
害福祉課

2 一時評議員の選任 第42条 第2項 　　〃 　　〃

3 一時役員の選任 第45条の5 第2項 　　〃 　　〃

4 社会福祉法人の定款変更に係る認可 第45条の36 第3項 　　〃 　　〃

5 社会福祉法人の定款変更に係る届出受理 第45条の36 第4項 　　〃 　　〃

6 社会福祉法人の解散に係る認可又は認定 第46条 第2項 　　〃 　　〃

7 社会福祉法人の解散に係る届出受理 第46条 第3項 　　〃 　　〃

8 清算人の届出受理 第46条の6 第4項 　　〃 　　〃

9 清算人の就職の届出受理 第46条の6 第5項 　　〃 　　〃

10 社会福祉法人の清算結了の届出 第47条の5 　　〃 　　〃

11 社会福祉法人の吸収合併の認可 第50条 第3項 　　〃 　　〃

12 社会福祉法人の新設合併の認可 第54条の6 第2項 　　〃 　　〃

13 社会福祉充実計画の作成及び実施に関す
る助言その他支援

第55条の2 第8項 　　〃 　　〃

14 社会福祉充実計画の承認 第55条の2 第9項 　　〃 　　〃

15 社会福祉充実計画の変更の承認及び軽微
な変更に係る届出の受理

第55条の3 第1項
第2項

　　〃 　　〃

16 社会福祉充実計画の終了承認 第55条の4 第10項 　　〃 　　〃

17 社会福祉法人からの報告徴収及び検査の
実施

第56条 第1項 　　〃 　　〃

18 社会福祉法人に対する勧告 第56条 第4項 　　〃 　　〃

19 社会福祉法人が勧告に従わなかった場合
の公表

第56条 第5項 　　〃 　　〃

20 社会福祉法人に対する措置命令 第56条 第6項 　　〃 　　〃

21 社会福祉法人に対する業務停止命令及び
役員の解職の勧告

第56条 第7項 　　〃 　　〃

22 社会福祉法人に対する解散命令 第56条 第8項 　　〃 　　〃

23 役員の解職に係る弁明機会の付与、及び
その通知

第56条 第9項 　　〃 　　〃

24 社会福祉法人の行う公益事業及び収益事
業の停止命令

第57条 　　〃 　　〃

25 計算書類等及び財産目録等の届出受理 第59条 第1項 　　〃 　　〃

1 社会福祉施設を設置して、第一種社会福
祉事業を経営しようとする場合の届出受
理

第62条 第1項 社会福祉法人及び当
該法人が運営してい
る施設の所在が同一
町村でかつ同施設の
利用者が当該町村の
住民に限る場合

福祉政策課、保
護･援護課、高
齢者福祉介護
課、青少年・子
ども家庭課、障
害福祉課

2 社会福祉施設を設置して、第一種社会福
祉事業を経営しようとする場合の許可

第62条 第2項 　　〃 　　〃

3 許可に係る条件の付与 第62条 第6項 　　〃 　　〃

4 第一種社会福祉事業の経営に係る変更の
届出受理

第63条 第1項 　　〃 　　〃

社会福祉事業の許可
等に関する事務

42

41 社会福祉法人の認可
等に関する事務

社会福祉法

社会福祉法
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項目
番号

項目の名称 事務の概要 関係法令 条 項 所管課移譲の条件

5 第一種社会福祉事業の経営に係る変更の
許可

第63条 第2項 　　〃 　　〃

6 第一種社会福祉事業を経営する者が事業
を廃止する場合の届出受理

第64条 　　〃 　　〃

7 施設を必要としない第一種社会福祉事業
の開始に係る届出受理

第67条 第1項 　　〃 　　〃

8 施設を必要としない第一種社会福祉事業
の開始に係る許可

第67条 第2項 　　〃 　　〃

9 許可に係る条件の付与 第67条 第5項 　　〃 　　〃

10 施設を必要としない第一種社会福祉事業
の変更又は廃止に係る届出受理

第68条 　　〃 　　〃

11 第二種社会福祉事業の開始に係る届出受
理

第69条 第1項 　　〃 福祉政策課、保
護･援護課、高
齢者福祉介護
課、青少年・子
ども家庭課、子
育て支援課、障
害福祉課

12 第二種社会福祉事業の変更又は廃止に係
る届出受理

第69条 第2項 　　〃 　　〃

13 社会福祉事業を経営する者に対する検
査、報告の徴収

第70条 　　〃 　　〃

14 社会福祉事業を経営する者に対する基準
適合命令

第71条 　　〃 　　〃

15 社会福祉事業を経営する者の許可取消 第72条 第1項 　　〃 　　〃

16 社会福祉事業を経営する者の許可取消 第72条 第2項 　　〃 　　〃

17 社会福祉事業を経営する者の経営の制限
及び停止命令

第72条 第3項 　　〃 　　〃

1 戦傷病者手帳の交付 第4条 第1項 ＪＲシステム設置
（乗車券引換証発
行等システム）

保護･援護課

2 戦傷病者手帳の交付 第4条 第2項 　　〃 　　〃

3 戦傷病者手帳の訂正の受理 第5条 第1項 　　〃 　　〃

4 戦傷病者手帳の返還の受理 第6条 第1項 　　〃 　　〃

5 戦傷病者手帳の返還命令 第6条 第2項 　　〃 　　〃

6 葬祭費の支給 第19条 第1項 ＪＲシステム（乗
車券引換証発行等
システム）、アダ
ムス（国庫支払委
任システム。財務
省オンライン）の
設置

　　〃

7 更生医療の給付 第20条 第1項 アダムス（国庫支
払委任システム。
財務省オンライ
ン）の設置

　　〃

8 更生医療に要する費用の給付 第20条 第4項 　　〃 　　〃

9 補装具の支給、修理 第21条 第1項 　　〃 　　〃

10 補装具の支給、修理に要する費用の支給 第21条 第4項 　　〃 　　〃

11 報告の徴収 第24条 第1項 　　〃 　　〃

12 診断を受けるべき旨の命令 第24条 第2項 　　〃 　　〃

13 障害年金の裁定（障害の程度） 別表第1号表
の2又は別表
第1号表の3

ＪＲシステム（乗
車券引換証発行等
システム）の設置

　　〃

14 障害年金の裁定（障害の程度） 第2条 第2項第1号 　　〃 　　〃

1 老人居宅生活支援事業を行う際の届出受
理

第14条 高齢者福祉介護
課

2 老人居宅生活支援事業の変更の届出受理 第14条の2 　　〃

3 老人居宅生活支援事業の廃止等の届出受
理

第14条の3 　　〃

4 国、都道府県以外の者が設置する老人福
祉施設の届出受理

第15条 第2項 　　〃

5 市町村及び地方独立行政法人等が設置す
る養護老人ホーム等の届出受理

第15条 第3項 　　〃

6 国、都道府県以外の者が設置する老人福
祉施設の変更届出の受理

第15条の2 第1項 　　〃

7 養護老人ホーム等の変更の届出受理 第15条の2 第2項 　　〃

8 社会福祉法人による養護老人ホーム等の
設置の認可

第15条 第4項 　　〃

9 国、都道府県以外の者が設置する老人福
祉施設の廃止等の届出受理

第16条 第1項 　　〃

10 市町村及び地方独立行政法人等が設置す
る養護老人ホーム等の廃止等の届出受理

第16条 第2項 　　〃

11 社会福祉法人による養護老人ホーム等の
廃止等の認可

第16条 第3項 　　〃

12 老人居宅生活支援事業等を行う者からの
報告の受理又は立入検査

第18条 第1項 社会福祉法人及び
当該法人が運営し
ている施設の所在
が同一町村でかつ
同施設の利用者が
当該町村の住民に
限る場合

　　〃

43 戦傷病者手帳の交付
等に関する事務

戦傷病者特別援
護法

恩給法

44 老人居宅生活支援事
業を行う際の届出受
理等に関する事務

老人福祉法
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項目
番号

項目の名称 事務の概要 関係法令 条 項 所管課移譲の条件

13 養護老人ホーム又は特別養護老人ホーム
の長からの報告徴収、立入検査の実施

第18条 第2項 　　〃 　　〃

14 老人居宅生活支援事業を行う者等への事
業の制限又は停止命令

第18条の2 第2項 　　〃

15 事業の制限又は停止命令の処分に係る地
方社会福祉審議会への意見聴取

第18条の2 第3項 　　〃

16 養護老人ホーム等の認可の取消等 第19条 第1項 　　〃

17 認可の取消等の処分に係る地方社会福祉
審議会への意見聴取

第19条 第2項 　　〃

18 社会福祉法人に対する補助 第24条 第2項 　　〃

19 有料老人ホームの設置の届出受理 第29条 第1項 　　〃

20 有料老人ホームの変更又は事業の休止、
廃止の届出受理

第29条 第2項
第3項

　　〃

21 有料老人ホーム情報の報告受理等 第29条 第9項
第10項

22 有料老人ホームの設置者等に対する報告
の徴収又は運営の調査

第29条 第11項 　　〃

23 有料老人ホームの設置者等に対する運営
等の改善命令等

第29条 第13項
第15項

24 有料老人ホームの設置者等に対する運営
等の停止命令等

第29条 第14項
第15項

　　〃

1 児童福祉施設（国、県、市町村以外の
者）の設置の認可

第35条 第4項 保育所、児童厚生
施設のみ

子育て支援課

2 児童福祉施設(同上)を廃止し、又は休止
しようとする場合の承認

第35条 第7項 　　〃 　　〃

3 児童福祉施設(同上)の長等からの報告の
徴収

第46条 第1項 社会福祉法人及び
当該法人が運営し
ている施設の所在
が同一町村でかつ
同施設の利用者が
当該町村の住民に
限る場合

　　〃

4 児童福祉施設(同上)への改善勧告及び命
令

第46条 第3項 保育所、児童厚生
施設のみ

　　〃

5 児童福祉施設(同上)の業務停止命令 第46条 第4項 　　〃 　　〃

6 児童福祉施設(同上)の設置認可の取消 第58条 第1項 　　〃 　　〃

7 児童福祉施設（国、県、市町村以外の
者）の設置の認可に係る申請書の受理

第37条 第2項 　　〃 子育て支援課

8 児童福祉施設（同上）の変更に係る届出
の受理

第37条 第5項 　　〃 　　〃

9 児童福祉施設（同上）の変更に係る届出
の受理

第37条 第6項 　　〃 　　〃

10 児童福祉施設（同上）の休廃止の承認 第38条 第2項 　　〃 　　〃

11 承認につき必要な条件を付すこと 第38条 第3項 　　〃 　　〃

1 無認可施設の設置者等への報告徴収、立
入検査の実施

第59条 第1項 子育て支援課

2 無認可施設に対するその施設の設備又は
運営の改善その他の勧告

第59条 第3項 　　〃

3 勧告に従わなかった者の公表 第59条 第4項 　　〃

4 無認可施設に対するその事業の停止又は
施設の閉鎖の命令

第59条 第5項 　　〃

5 緊急の場合の都道府県児童福祉審査会の
意見聴取を経ないで行う命令

第59条 第6項 　　〃

6 認可外保育所の設置の届出受理 第59条の2 第1項 　　〃

7 認可外保育所の変更届の受理 第59条の2 第2項 　　〃

8 市町村長への届出受理内容の通知 第59条の2 第3項 　　〃

9 認可外保育所の施設運営状況の受理 第59条の2の5第1項 　　〃

10 認可外保育所の施設運営状況の公表 第59条の2の5第2項 　　〃

1 一時預かり事業開始届の受理 第34条の12 第1項 子育て支援課

2 一時預かり事業変更届の受理 第34条の12 第2項 　　〃

3 一時預かり事業廃止届及び休止届の受理 第34条の12 第3項 　　〃

4 一時預かり事業者等への報告徴収、立ち
入り検査等の実施

第34条の14 第1項 　　〃

5 一時預かり事業者等に対する基準適合等
の必要措置命令

第34条の14 第3項 　　〃

6 一時預かり事業の制限、停止命令 第34条の14 第4項 　　〃

1 病児保育事業開始届の受理 第34条の18 第1項 子育て支援課

2 病児保育事業業変更届の受理 第34条の18 第2項 　　〃

3 病児保育事業廃止届及び休止届の受理 第34条の18 第3項 　　〃

4 病児保育事業等への報告徴収、立ち入り
検査等の実施

第34条の18
の2

第1項 　　〃

5 病児保育事業の制限、停止命令 第34条の18
の2

第3項 　　〃

1 受給資格及び手当額の認定 第5条 第1項 青少年・子ども
家庭課

2 受給資格及び手当額の認定 第5条 第2項 　　〃

3 手当の全部又は一部を支給しないことの
決定

第11条 　　〃

4 手当の支払の一時差し止めの決定 第12条 　　〃

5 受給資格者が死亡による未支払の手当を
支払の決定

第13条 　　〃

45 保育施設の設置の認
可等に関する事務

児童福祉法

児童福祉法施行
規則

46 認可外保育施設の設
置の届出等に関する
事務

児童福祉法

47 一時預かり事業の届
出等及び立入検査等
に関する事務

児童福祉法

48 病児保育事業の届出
等及び立入検査等に
関する事務

児童福祉法

49 特別児童扶養手当の
認定等に関する事務

特別児童扶養手
当等の支給に関
する法律
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項目
番号

項目の名称 事務の概要 関係法令 条 項 所管課移譲の条件

6 手当の支払いの調整措置 第16条 　　〃

7 受給資格者等に対する調査の実施（特別
児童扶養手当に限る）

第36条 第1項 　　〃

8 障害児、重度障害児若しくは特別障害者
に対する診断の命令等（同上）

第36条 第2項 　　〃

9 官公署等に対する書類の閲覧若しくは資
料の提供（同上）

第37条 　　〃

10 認定の通知 第17条 第1項 青少年・子ども
家庭課

11 認定請求の却下の通知 第18条 　　〃

12 手当額の改定の通知 第19条 　　〃

13 証書の更新、支給停止の通知 第22条 　　〃

14 未払の手当の支払い通知 第23条 　　〃

15 受給資格喪失の通知 第24条 　　〃

1 被爆者健康手帳の交付に係る申請の受理 第2条 第1項 経由事務 地域保健課

2 被爆者健康手帳の交付 第2条 第2項 　　〃 　　〃

3 被爆者に対する健康診断の実施 第7条 要綱に定める健診
項目、がん健診項
目を、要綱で定め
る委託料で実施で
きる医療機関と委
託契約を結ぶこと
が可能で、健診に
係る記録の作成及
び保存、被爆者へ
の適切な指導がで
きる保健師を配置
すること

　　〃

4 健康診断に関する記録の作成及び保存 第8条 　　〃 　　〃

5 健康診断を受けた者に対する必要な指導 第9条 　　〃 　　〃

6 原子爆弾の傷害作用に起因する旨の大臣
の認定の申請受理

第11条 第1項 　　〃
経由事務

　　〃

7 指定医療機関以外から医療を受けたい場
合の医療費の支給

第17条 第1項 　　〃 　　〃

8 一般疾病医療費の支給 第18条 第1項 　　〃 　　〃

9 被爆者一般疾病医療機関の指定 第19条 第1項 　　〃 　　〃

10 被爆者一般疾病医療機関の指定の取消 第19条 第3項 　　〃 　　〃

11 医療特別手当の支給に係る認定 第24条 第2項 　　〃 　　〃

12 特別手当の支給に係る認定 第25条 第2項 　　〃 　　〃

13 原子爆弾小頭症手当の支給に係る認定 第26条 第2項 　　〃 　　〃

14 健康管理手当の支給に係る認定 第27条 第2項 　　〃 　　〃

15 保健手当の支給に係る認定 第28条 第2項 　　〃 　　〃

16 保健手当の支給に係る認定 第28条 第3項 　　〃 　　〃

17 手当の認定を受けた者からの省令定める
事項の届出の受理

第30条 第1項 　　〃 　　〃

18 届出を行わない者への手当の一時差し止
め

第30条 第2項 　　〃 　　〃

19 介護手当の支給 第31条 　　〃 　　〃

20 葬祭料の支給 第32条 　　〃 　　〃

21 居住地の変更の届出受理 原子爆弾被爆者
に対する援護に
関する法律施行
令

第3条 第1項 　　〃 地域保健課

22 更新のための被爆者健康手帳等の受理 第7条 第2項 　　〃 地域保健課

23 被爆者健康手帳等の訂正及び返還 第8条 　　〃 　　〃

24 医療給付の認定申請書の受理 第12条 第1項 　　〃 　　〃

25 医療機関の指定の申請受理 第14条 　　〃 　　〃

26 届出の受理 第17条 第1項 　　〃 　　〃

27 医療費の支給 第22条 第1項 　　〃 　　〃

28 被爆者疾病医療機関の指定の申請書受理 第24条 　　〃 　　〃

29 一般疾病医療申請書の受理 第26条 第1項 要綱に定める健診
項目、がん健診項
目を、要綱で定め
る委託料で実施で
きる医療機関と委
託契約を結ぶこと

　　〃

30 医療特別手当認定申請書の受理 第29条 第1項 　　〃 　　〃

31 医療特別手当健康状況届 第32条 第1項 　　〃 　　〃

32 氏名変更の届書の受理 第34条 　　〃 　　〃

33 居住地変更の届書の受理 第35条 第1項 　　〃 　　〃

34 特別手当証書等の訂正及び返納受理 第36条 　　〃 　　〃

35 特別手当証書等の再交付の申請受理 第37条 第1項 　　〃 　　〃

36 失権の届書の受理 第39条 　　〃 　　〃

37 死亡の届書の受理 第41条 　　〃 　　〃

38 特別手当申請書の受理 第44条 　　〃 　　〃

39 死亡の届書の受理 第46条 　　〃 　　〃

特別児童扶養手
当等の支給に関
する法律施行規
則

原子爆弾被爆者
に対する援護に
関する法律施行
規則

被爆者健康手帳の交
付に係る申請の受理

50 原子爆弾被爆者
に対する援護に
関する法律
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項目
番号

項目の名称 事務の概要 関係法令 条 項 所管課移譲の条件

40 原子爆弾小頭症手当認定申請書の申請受
理

第48条 　　〃 　　〃

41 死亡の届書の受理 第50条 　　〃 　　〃

42 健康管理手当認定申請書 第52条 第1項 　　〃 　　〃

43 死亡の届書の受理 第54条 　　〃 　　〃

44 保健手当認定申請書の受理 第56条 第1項 　　〃 　　〃

45 保健手当額改定申請書の受理 第58条 第1項 　　〃 　　〃

46 額の改定の届書の受理 第59条 第1項 　　〃 　　〃

47 保健手当現況届の受理 第60条 第1項 　　〃 　　〃

48 死亡の届書の受理 第63条 　　〃 　　〃

49 介護手当支給申請の受理 第65条 第1項 　　〃 　　〃

50 介護手当継続支給申請の受理 第65条 第2項 　　〃 　　〃

51 氏名変更の届書の受理 第66条 　　〃 　　〃

52 居住地変更の届書の受理 第67条 第1項 　　〃 　　〃

53 介護手当継続支給申請書の変更の届出受
理

第68条 　　〃 　　〃

54 失権の届書の受理 第69条 　　〃 　　〃

55 死亡の届書の受理 第70条 第1項 　　〃 　　〃

56 葬祭料支給申請書の受理 第71条 　　〃 　　〃

57 健康診断受診者証の交付 附則第2条 第2項 　　〃 　　〃

58 居住地変更の届書の受理 附則第4条 　　〃 　　〃

1 医業類似行為を業とする者の業務を停止
し、又はその業務を禁止すること

あん摩マツサー
ジ指圧師、はり
師、きゅう師等
に関する法律

第12条の3 第1項 医療政策課

2 行政処分に関する通知の受理 あん摩マツサー
ジ指圧師、はり
師、きゅう師等
に関する法律施
行令

第13条 経由事務 　　〃

1 氏名、住所の届出受理 医師法 第6条 第3項 保健所の設置
経由事務

医療政策課

2 医師免許の申請書の受理及び送付 第3条 経由事務 医療政策課

3 医師免許証の記載事項変更に伴う書換交
付の申請書等の受理及び送付

第8条 第2項 　　〃 　　〃

4 医籍の登録事項の訂正に係る申請書の受
理及び送付

第5条 第2項 　　〃 　　〃

5 医籍の登録抹消に係る申請書の受理及び
送付

第6条 第1項 　　〃 　　〃

6 医師免許証の亡失等による再交付申請書
の受理及び送付

第9条 第2項 　　〃 　　〃

7 再交付を受けた医師免許証の返納の受領
及び送付

第9条 第5項 　　〃 　　〃

8 医籍の登録抹消に伴う免許証の返納の受
領及び送付

第10条 第1項 　　〃 　　〃

9 医籍免許の取消処分に伴う免許証の返納
の受領及び送付

第10条 第2項 　　〃 　　〃

1 地域医療支援病院の承認申請の受理 第4条 第1項 移譲する事務と関
連する公衆衛生業
務及び保健所のよ
うな公衆衛生機能
をもつこと

医療政策課

2 開設の許可等に係る申請受理 第7条 第1項 　　〃 　　〃

3 病床数等の変更の許可に係る申請受理 第7条 第2項 　　〃 　　〃

4 療養病床の設置及び変更に係る許可の申
請受理

第7条 第3項 　　〃 　　〃

5 休止又は再開の届出受理 第8条の2 第2項 　　〃 　　〃

6 廃止の届出受理 第9条 第1項 　　〃 　　〃

7 死亡又は失そうの届出受理 第9条 第2項 　　〃 　　〃

8 開設者以外の者の管理者の許可 第12条 第1項 　　〃 　　〃

9 開設者以外の者の管理者の兼任許可 第12条 第2項 　　〃 　　〃

10 地域医療支援病院の業務に関する報告書
の受理

第12条の2 第1項 　　〃 　　〃

11 診療所に診療の用に供するエックス線装
置を備えた時の届出受理

第15条 第3項 　　〃 　　〃

12 宿直免除の許可 第16条 　　〃 　　〃

13 専属薬剤師の設置免除の許可 第18条 　　〃 　　〃

14 病院等の人員が基準に対して不十分な場
合の増員命令及び業務の全部又は一部の
停止命令

第23条の2 　　〃 　　〃

15 施設の使用制限、修繕命令等 第24条 第1項 　　〃 　　〃

16 使用前の検査及び使用許可証の交付 第27条 　　〃 　　〃

17 管理者の不正行為による変更命令 第28条 　　〃 　　〃

18 開設許可の取消、閉鎖命令等 第29条 第1項 　　〃 　　〃

19 開設許可の取消、閉鎖命令等 第29条 第2項 　　〃 　　〃

20 地域医療支援病院の認証の取消 第29条 第3項 　　〃 　　〃

21 地域医療支援病院の認証の取消に当たっ
ての県医療審議会への意見聴取

第29条 第5項 　　〃 　　〃

51 医業類似行為を業と
する者の業務停止等
に関する事務

52 医師免許の各種申
請、届出の受理等に
関する事務 医師法施行令

53 医療法に基づく各種
申請、届出の受理等
に関する事務

医療法
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項目
番号

項目の名称 事務の概要 関係法令 条 項 所管課移譲の条件

22 弁明の機会の付与 第30条 　　〃 　　〃

23 公的医療機関の開設者又は管理者に対す
る命令

第35条 第1項 　　〃 　　〃

24 公的医療機関の開設者又は管理者に対し
ての運営に関する必要な指示

第35条 第2項 　　〃 　　〃

25 設立認可の申請受理 第44条 第1項 　　〃 　　〃

26 理事定員の特例認可の申請受理 第46条の2 第1項 　　〃 　　〃

27 理事長資格の特例認可の申請受理 第46条の3 第1項 　　〃 　　〃

28 理事就任の免除認可の申請受理 第47条 第1項 　　〃 　　〃

29 寄附行為の変更認可の申請受理 第50条 第1項 　　〃 　　〃

30 寄附行為の変更の届出 第50条 第3項 　　〃 　　〃

31 書類の届出の受理 第51条 第1項 　　〃 　　〃

32 解散認可の申請の受理 第55条 第6項 　　〃 　　〃

33 解散の届出受理 第55条 第8項 　　〃 　　〃

34 合併承認の申請受理 第57条 第4項 　　〃 　　〃

35 医療法人の業務又は会計の状況について
の立入検査

第63条 第1項 　　〃 　　〃

36 医療法人の業務又は会計についての必要
な措置の命令

第64条 第1項 　　〃 　　〃

37 命令に従わない場合の業務停止命令等の
勧告

第64条 第2項 　　〃 　　〃

38 勧告を行う場合の県医療審議会の意見聴
取

第64条 第3項 　　〃 　　〃

39 収益業務を行う社会医療法人に対する業
務の停止命令

第64条の2 　　〃 　　〃

40 医療法人に対する設立認可の取消 第65条 　　〃 　　〃

41 設立の認可を取り消すに当たっての県医
療審議会の意見聴取

第66条 第2項 　　〃 　　〃

42 命令に違反した場合の医療法人の設立認
可の取消

第66条 第1項 　　〃 　　〃

43 役員の解任を勧告するに当たっての弁明
の機会を与えること等

第67条 第1項 　　〃 　　〃

44 意見の受理 第67条 第3項 　　〃 　　〃

45 診療所の病床設置の届出受理 医療法施行令 第3条 第3項 移譲する事務と関
連する公衆衛生業
務及び保健所のよ
うな公衆衛生機能
をもつこと

医療政策課

46 開設者の住所等の変更の届出受理 第4条 第1項 　　〃 　　〃

47 療養病床の変更の届出受理 第4条 第2項 　　〃 　　〃

48 届出事項の変更の届出受理 第4条 第3項 　　〃 　　〃

49 開設の届出受理 第4条の2 第1項 　　〃 　　〃

50 届出事項の変更の届出受理 第4条の2 第2項 　　〃 　　〃

51 登記事項の届出受理 第5条の12 　　〃 　　〃

52 役員変更の届出受理 第5条の13 　　〃 　　〃

53 業務に関する報告書の受理 医療法施行規則 第9条の2 第1項 移譲する事務と関
連する公衆衛生業
務及び保健所のよ
うな公衆衛生機能
をもつこと

医療政策課

1 氏名、住所の届出受理 歯科医師法 第6条 第3項 保健所の設置
経由事務

医療政策課

2 歯科医師免許の申請書の受理及び送付 第3条 経由事務 医療政策課

3 歯科医籍の登録事項の訂正に係る申請書
の受理及び送付

第5条 第2項 　　〃 　　〃

4 歯科医籍の登録抹消に係る申請書の受理
及び送付

第6条 第1項 経由事務 　　〃

5 歯科医師免許証の記載事項の変更に伴う
書換交付の申請書等の受理及び送付

第8条 第2項 　　〃 　　〃

6 歯科医師免許証の亡失等による再交付申
請書の受理及び送付

第9条 第2項 　　〃 　　〃

7 再交付を受けた歯科医師免許証の返納の
受理及び送付

第9条 第5項 　　〃 　　〃

8 歯科医籍の抹消に伴う歯科医師免許証の
返納の受理及び送付

第10条 第1項 　　〃 　　〃

9 歯科医師免許の取消処分に伴う歯科医師
免許証の返納の受理及び送付

第10条 第2項 　　〃 　　〃

1 歯科技工士からの届出の受理 第6条 第3項 経由事務 医療政策課

2 広告の許可に係る申請の受理 第26条 第1項第4号 　　〃 　　〃

1 氏名、住所の届出受理 薬剤師法 第9条 保健所の設置
経由事務

医療政策課

2 薬剤師免許の申請書の受理 第3条 経由事務 衛生薬務課

3 薬剤師名簿の登録事項の訂正に係る申請
書受理

第5条 第1項 　　〃 　　〃

4 薬剤師名簿の登録の消除に係る申請書の
受理及

第6条 第1項 　　〃 　　〃

5 薬剤師免許証の変更による書換交付の申
請書等

第8条 第1項 　　〃 　　〃

54 歯科医師免許の各種
申請、届出の受理等
に関する事務 歯科医師法施行

令

55 歯科技工士免許の各
種申請、届出の受理
等に関する事務

歯科技工士法

56 薬剤師免許の各種申
請の受理等に関する
事務 薬剤師法施行令
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項目
番号

項目の名称 事務の概要 関係法令 条 項 所管課移譲の条件

6 薬剤師免許証の紛失等による再交付の申
請書等の受理

第9条 第2項 　　〃 　　〃

7 再交付を受けた薬剤師免許証の返納の受
領

第9条 第5項 　　〃 　　〃

8 薬剤師名簿の消除による免許証の返納の
受領

第10条 第1項 　　〃 　　〃

9 免許取消の際の免許証の返納の受領 第10条 第2項 　　〃 　　〃

1 薬局開設の許可 第4条 第1項 保健所設置市を除
く市町村で、移譲
する事務と関連す
る公衆衛生業務及
び保健所のような
公衆衛生機能をも
つこと。
薬事監視員の資格
を有する者（薬剤
師、医師、歯科医
師等）の配置

衛生薬務課

2 許可の更新 第4条 第2項 　　〃 　　〃

3 その他の薬局の管理及び従事に関する許
可

第7条 第3項 　　〃 　　〃

4 薬局の休廃止等の届出の受理 第10条 　　〃 　　〃

5 製造販売業に係る許可（薬局製造販売関
係に限る）

第12条 第1項 　　〃 　　〃

6 製造販売業に係る更新許可（薬局製造販
売関係に限る）

第12条 第2項 　　〃 　　〃

7 製造業の許可に係る申請の許可または受
理（薬局製造販売関係に限る）

第13条 第2項 　　〃 　　〃

8 製造業の更新許可に係る申請の許可また
は受理（薬局製造販売関係に限る）

第13条 第3項 　　〃 　　〃

9 製造業の許可に係る実施調査（薬局製造
販売関係に限る）

第13条 第5項 　　〃 　　〃

10 許可事項区分の変更または追加に伴う許
可の申請

第13条 第6項 　　〃 　　〃

11 医薬品等の製造販売の承認（薬局製造販
売関係に限る）

第14条 第1項 　　〃 　　〃

12 一部変更承認（薬局製造販売関係に限
る）

第14条 第9項 　　〃 　　〃

13 軽微変更届出の受理（薬局製造販売関係
に限る）

第14条 第10項 　　〃 　　〃

14 製造販売の届出受理（薬局製造販売関係
に限る）

第14条の9 第1項 　　〃 　　〃

15 製造販売届出事項の変更に係る届出受理
（薬局製造販売関係に限る）

第14条の9 第2項 　　〃 　　〃

16 製造販売業の休廃止等の届出の受理（薬
局製造販売関係に限る）

第19条 第1項 　　〃 　　〃

17 製造業者の休廃止等の届出の受理または
送付（薬局製造販売関係に限る）

第19条 第2項 　　〃 　　〃

18 医薬品の販売業の許可 第24条 第1項 移譲する事務と関
連する公衆衛生業
務及び保健所のよ
うな公衆衛生機能
をもつこと。
薬事監視員の資格
を有する者（薬剤
師、医師、歯科医
師等）の配置

　　〃

19 医薬品の販売業の更新許可 第24条 第2項 　　〃 　　〃

20 店舗販売業の許可 第26条 第1項 保健所設置市を除
く市町村で、移譲
する事務と関連す
る公衆衛生業務及
び保健所のような
公衆衛生機能をも
つこと。
薬事監視員の資格
を有する者（薬剤
師、医師、歯科医
師等）の配置

　　〃

21 卸売販売業の許可 第34条 第1項 移譲する事務と関
連する公衆衛生業
務及び保健所のよ
うな公衆衛生機能
をもつこと。
薬事監視員の資格
を有する者（薬剤
師、医師、歯科医
師等）の配置

　　〃

57 医薬品の製造販売に
係る許可、申請の受
理等に関する事務

医薬品、医療機
器等の品質、有
効性及び安全性
の確保等に関す
る法律
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項目
番号

項目の名称 事務の概要 関係法令 条 項 所管課移譲の条件

22 店舗販売業の管理者の兼務許可 第28条 第3項 保健所設置市を除
く市町村で、移譲
する事務と関連す
る公衆衛生業務及
び保健所のような
公衆衛生機能をも
つこと。
薬事監視員の資格
を有する者（薬剤
師、医師、歯科医
師等）の配置

　　〃

23 卸売販売業の営業所の管理者の兼務許可 第35条 第3項 移譲する事務と関
連する公衆衛生業
務及び保健所のよ
うな公衆衛生機能
をもつこと。
薬事監視員の資格
を有する者（薬剤
師、医師、歯科医
師等）の配置

　　〃

24 医薬品販売業の休廃止等の届出 第38条 　　〃 　　〃

25 高度管理医療機器等の販売業及び賃貸業
の許可

第39条 第1項 　　〃 　　〃

26 高度管理医療機器等の販売業及び賃貸業
の更新許可

第39条 第4項 　　〃 　　〃

27 管理医療機器の販売業及び賃貸業の届出 第39条の3 第1項 　　〃 　　〃

28 管理医療機器の販売業及び賃貸業の休廃
止等の届出

第40条 第2項 　　〃 　　〃

29 高度管理医療機器等の販売業及び賃貸業
の休廃止等の届出

第40条 第1項 　　〃 　　〃

30 立入検査（薬局製造販売関係に限る） 第69条 第1項 保健所設置市を除
く市町村で、移譲
する事務と関連す
る公衆衛生業務及
び保健所のような
公衆衛生機能をも
つこと。
薬事監視員の資格
を有する者（薬剤
師、医師、歯科医
師等）の配置

　　〃

31 立入検査（配置販売業を除く） 第69条 第2項 移譲する事務と関
連する公衆衛生業
務及び保健所のよ
うな公衆衛生機能
をもつこと。
薬事監視員の資格
を有する者（薬剤
師、医師、歯科医
師等）の配置

　　〃

32 立入検査 第69条 第4項 　　〃 　　〃

33 承認取消医薬品等の廃棄命令等（薬局、
配置販売業を除く医薬品販売業、医療機
器販売業に限る）

第70条 第1項 　　〃 　　〃

34 命令に従わない場合の必要な処分（薬
局、配置販売業を除く医薬品販売業、医
療機器販売業に限る）

第70条 第2項 　　〃 　　〃

35 製造販売業者の検査命令（薬局製造販売
関係に限る）

第71条 保健所設置市を除
く市町村で、移譲
する事務と関連す
る公衆衛生業務及
び保健所のような
公衆衛生機能をも
つこと。
薬事監視員の資格
を有する者（薬剤
師、医師、歯科医
師等）の配置

　　〃

36 製造業者または医療機器修理業者への改
善、使用禁止命令（薬局製造販売関係に
限る）

第72条 第3項 　　〃 　　〃

37 医薬品販売業者等への改善、使用禁止命
令（配置販売業を除く）

第72条 第4項 移譲する事務と関
連する公衆衛生業
務及び保健所のよ
うな公衆衛生機能
をもつこと。
薬事監視員の資格
を有する者（薬剤
師、医師、歯科医
師等）の配置

　　〃
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38 薬局および店舗販売業者への業務体制整
備命令

第72条の2 第1項 保健所設置市を除
く市町村で、移譲
する事務と関連す
る公衆衛生業務及
び保健所のような
公衆衛生機能をも
つこと。
薬事監視員の資格
を有する者（薬剤
師、医師、歯科医
師等）の配置

　　〃

39 業務改善に必要な措置の命令（薬局製造
販売医薬品製造販売業、薬局製造販売医
薬品製造業、薬局、配置販売業以外の医
薬品販売業、医療機器販売業に限る）

第72条の4 第1項 移譲する事務と関
連する公衆衛生業
務及び保健所のよ
うな公衆衛生機能
をもつこと。
薬事監視員の資格
を有する者（薬剤
師、医師、歯科医
師等）の配置

　　〃

40 違反を是正するための必要な措置命令
（薬局製造販売医薬品製造販売業、薬局
製造販売医薬品製造業、薬局、配置販売
業以外の医薬品販売業、医療機器販売業
に限る）

第72条の4 第2項 　　〃 　　〃

41 総括製造販売責任者等の変更命令（薬局
製造販売関係、薬局、店舗販売業、卸売
販売業及び医療機器販売業に限る）

第73条 　　〃 　　〃

42 承認の取り消し等（承認の取消し）（薬
局製造販売関係に限る）

第74条の2 第1項 保健所設置市を除
く市町村で、移譲
する事務と関連す
る公衆衛生業務及
び保健所のような
公衆衛生機能をも
つこと。
薬事監視員の資格
を有する者（薬剤
師、医師、歯科医
師等）の配置

　　〃

43 承認を与えた事項の変更命令（薬局製造
販売関係に限る）

第74条の2 第2項 　　〃 　　〃

44 承認の取消又は承認を与えた事項の変更
命令（薬局製造販売関係に限る）

第74条の2 第3項 　　〃 　　〃

45 許可の取消（薬局製造販売関係、薬局、
配置販売業を除く医薬品販売業及び医療
機器販売業に限る）

第75条 第1項 移譲する事務と関
連する公衆衛生業
務及び保健所のよ
うな公衆衛生機能
をもつこと。
薬事監視員の資格
を有する者（薬剤
師、医師、歯科医
師等）の配置

　　〃

46 許可取消時の大臣への具申（薬局製造販
売関係に限る）

第75条 第2項 　　〃 　　〃

47 許可等更新を拒否する場合の手続き（薬
局製造販売関係、薬局、配置販売業を除
く医薬品販売業及び医療機器販売業に限
る）

第76条 　　〃 　　〃

48 薬事監視員 第76条の3 第1項 保健所設置市を除
く市町村で、移譲
する事務と関連す
る公衆衛生業務及
び保健所のような
公衆衛生機能をも
つこと。
薬事監視員の資格
を有する者（薬剤
師、医師、歯科医
師等）の配置

　　〃

49 回収の報告（薬局製造販売関係に限る） 第77条の4の3 　　〃 　　〃

50 取扱処方せんの数の届出受理 第2条 　　〃 　　〃

51 製造販売業の許可証の交付（薬局製造販
売関係に限る）

第4条 第1項 　　〃 　　〃

52 製造販売業の許可書の書換の申請受理
（薬局製造販売関係に限る）

第5条 第1項 　　〃 　　〃

53 製造販売業の許可証の再交付に係る申請
受理（薬局製造販売関係に限る）

第6条 第1項 　　〃 　　〃

54 亡失した製造販売業許可証を発見したと
きの返納の受領（薬局製造販売関係に限
る）

第6条 第4項 　　〃 　　〃

55 製造販売業許可証の返納の受領（許可取
消処分による）（薬局製造販売関係に限
る）

第7条 第1項 　　〃 　　〃

56 製造販売業許可台帳の調製（薬局製造販
売関係に限る）

第8条 第1項 　　〃 　　〃

57 製造業の許可証の書換の申請受理（薬局
製造販売関係に限る）

第12条 第1項 　　〃 　　〃
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58 製造業の許可証の再交付の申請受理（薬
局製造販売関係に限る）

第13条 第1項 　　〃 　　〃

59 亡失した製造業許可証を発見したときの
返納の受領（薬局製造販売関係に限る）

第13条 第4項 　　〃 　　〃

60 製造業の許可証の返納の受領（薬局製造
販売関係に限る）

第14条 第1項 　　〃 　　〃

61 製造業の許可台帳の調製（薬局製造販売
関係に限る）

第15条 第1項 　　〃 　　〃

62 医薬品等の承認台帳の調製（薬局製造販
売関係に限る）

第19条 第1項 　　〃 　　〃

63 薬局開設、医薬品販売業等の許可書の交
付（配置販売業を除く）

第44条 　　〃 　　〃

64 薬局開設、医薬品販売業等の許可書の書
換の申請受理（配置販売業を除く）

第45条 第2項 　　〃 　　〃

65 薬局開設、医薬品販売業等の許可書の再
交付の申請受理（配置販売業を除く）

第46条 第2項 　　〃 　　〃

66 亡失した薬局開設、医薬品販売業等の許
可証を発見したときの返納の受領（配置
販売業を除く）

第46条 第3項 　　〃 　　〃

67 薬局開設、医薬品販売業等の許可証の返
納（許可取消処分による）（配置販売業
を除く）

第47条 　　〃 　　〃

68 薬局開設、医薬品販売業等の許可台帳の
調製（配置販売業を除く）

第48条 　　〃 　　〃

69 営業所管理者の知識経験に係る認定 第154条 移譲する事務と関
連する公衆衛生業
務及び保健所のよ
うな公衆衛生機能
をもつこと。
薬事監視員の資格
を有する者（薬剤
師、医師、歯科医
師等）の配置

　　〃

1 厚生労働大臣の認定に係る申請の受理 死体解剖保存法 第2条 第1項第1号 移譲する事務と関
連する公衆衛生業
務及び保健所のよ
うな公衆衛生機能
をもつこと。

医療政策課

2 認定証明書の再交付に係る申請受理 第3条 第1項 　　〃 医療政策課

3 亡失した証明書の返納受理 第3条 第1項 　　〃 　　〃

4 認定の取消に係る証明書の返納 第4条 第1項 　　〃 　　〃

5 認定者の死亡又は失踪に係る証明書の返
納

第4条 第2項 　　〃 　　〃

6 認定者の住所変更に係る届出受理 第5条 第1項 　　〃 　　〃

1 視能訓練士免許の申請書の受理及び送付 第1条 経由事務 医療政策課

2 視能訓練士名簿の訂正に係る申請書の受
理及び送付

第3条 第2項 　　〃 　　〃

3 視能訓練士名簿の登録の消除に係る申請
書の受理及び送付

第4条 第1項 　　〃 　　〃

4 視能訓練士免許証の登録事項の変更に伴
う書換交付の申請書等の受理及び送付

第5条 第2項 　　〃 　　〃

5 視能訓練士免許証の紛失等による再交付
の申請書等の受理及び送付

第6条 第2項 　　〃 　　〃

6 再交付を受けた視能訓練士免許証の返納
の受領及び送付

第6条 第5項 　　〃 　　〃

7 視能訓練士名簿の消除による免許証の返
納の受領及び送付

第7条 第1項
第2項

　　〃 　　〃

1 保健師免許、助産師免許、看護師免許の
申請書の受理及び送付

第1条の3 第1項 経由事務 保健医療総務課

2 准看護師免許の申請書の受理及び送付 第1条の3 第2項 　　〃 　　〃

3 保健師籍、助産師籍、看護師籍の訂正に
係る申請書の受理及び送付
免許証の書換交付に係る申請書の受理及
び送付

第3条
第6条

第5項
第4項

　　〃 　　〃

4 准看護師籍の訂正に係る申請書の受理及
び送付
準看護師免許証の書換交付に係る申請書
の受理及び送付

第3条
第6条

第3項
第2項

　　〃 　　〃

5 保健師籍、助産師籍、看護師籍の登録の
抹消に係る申請書の受理及び送付

第4条
第5条

第3項
第2項

　　〃 　　〃

6 准看護師籍の登録の抹消に係る申請書の
受理

第4条
第5条

第2項
第2項

　　〃 　　〃

7 准看護師免許証の亡失、損傷等による再
交付の申請書等の受理
再交付を受けた免許証の返納の受理

第7条 第2項
第5項

　　〃 　　〃

8 保健師、助産師、看護師免許証の亡失、
損傷等による再交付の申請書等の受理及
び送付
再交付を受けた免許証の返納の受理及び
送付

第7条 第6項
第5項

　　〃 　　〃

9 保健師、助産師、看護師籍の抹消による
免許証の返納の受領及び送付

第8条 第5項 　　〃 　　〃

10 准看護師籍の抹消による免許証の返納の
受領

第8条 第2項
第4項

　　〃 　　〃

1 理学療法士及び作業療法士免許の申請書
の受理及び送付

第1条 経由事務 医療政策課

58 死体解剖保存法に基
づく各種申請、届出
等の受理等に関する
事務

死体解剖保存法
施行令

59 視能訓練士免許の各
種申請の受理等に関
する事務

視能訓練士法施
行令

60 保健師、助産師、看
護師、准看護師免許
の各種申請、届出の
受理等に関する事務

保健師助産師看
護師法施行令

61 理学療法士及び作業
療法士免許の各種申
請の受理等に関する

理学療法士及び
作業療法士法施
行令
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2 理学療法士及び作業療法士名簿の訂正に
係る申請書受理及び送付

第3条 第2項 　　〃 　　〃

3 理学療法士又は作業療法士名簿の登録の
消除に係る申請書の受理及び送付

第4条 第1項 　　〃 　　〃

4 理学療法士又は作業療法士免許証の記載
事項の変更に伴う書換交付の申請書等の
受理及び送付

第5条 第2項 　　〃 　　〃

5 理学療法士又は作業療法士の紛失等によ
る免許証の再交付に係る申請書等の受理
及び送付

第6条 第2項 　　〃 　　〃

6 再交付を受けた理学療法士又は作業療法
士免許証の返納の受領及び送付

第6条 第5項 　　〃 　　〃

7 理学療法士又は作業療法士名簿の消除に
伴う免許証の返納の受領及び送付

第7条 第1項
第2項

　　〃 　　〃

1 調理師就業届出受理及び知事への送付 調理師法 第5条の2 第1項 経由事務 衛生薬務課

2 調理師免許の申請の受理及び知事への送
付

第1条 　　〃 　　〃

3 調理師名簿の訂正の申請の受理及び知事
への送付

第11条 第1項 　　〃 　　〃

4 調理師名簿の登録の消除の申請の受理及
び知事への送付

第12条 第1項 　　〃 　　〃

5 調理師免許証の書換交付の申請の受理及
び知事への送付

第13条 第1項 　　〃 　　〃

6 調理師免許証の再交付の申請の受理及び
知事への送付

第14条 第1項 　　〃 　　〃

7 調理師免許証の返納の受理及び知事への
送付

第14条 第4項 　　〃 　　〃

8 調理師名簿の消除に係る調理師免許証の
返納の受理及び知事への送付

第15条 第1項 　　〃 　　〃

9 調理師免許の取消処分に係る返納の受理
及び知事への送付

第15条 第2項 　　〃 　　〃

10 調理師試験受験願書の受理及び知事への
送付

調理師法施行細
則

第3条 　　〃 　　〃

1 製菓衛生師の免許の申請の受理及び知事
への送付

第1条 経由事務 衛生薬務課

2 製菓衛生師名簿の訂正の申請の受理及び
知事への送付

第3条 第1項 　　〃 　　〃

3 製菓衛生師名簿の登録の消除の申請の受
理及び知事への送付

第4条 第1項 　　〃 　　〃

4 製菓衛生師免許証の書換交付の申請の受
理及び知事への送付

第5条 第1項 　　〃 　　〃

5 製菓衛生師免許証の再交付の申請の受理
及び知事への送付

第6条 第1項 　　〃 　　〃

6 製菓衛生師免許証の返納の受理及び知事
への送付

第6条 第4項 　　〃 　　〃

7 製菓衛生師名簿の消除に係る製菓衛生師
免許証の返納の受理及び知事への送付

第7条 第1項 　　〃 　　〃

8 製菓衛生師免許の取消処分に係る返納の
受理及び知事への送付

第7条 第2項 　　〃 　　〃

9 製菓衛生師試験受験願書の受理及び知事
への送付

製菓衛生師法施
行細則

第7条 　　〃 　　〃

1 栄養士免許の申請書等の受理及び送付 第1条 第1項 経由事務 健康長寿課

2 管理栄養士免許の申請書等の受理及び送
付

第1条 第2項 　　〃 　　〃

3 栄養士名簿の登録事項に係る訂正の申請
書の受理及び送付

第3条 第2項 　　〃 　　〃

4 管理栄養士名簿の登録事項の訂正に係る
申請書等の受理及び送付

第3条 第4項 　　〃 　　〃

5 栄養士名簿の登録の抹消に係る申請書の
受理及び送付

第4条 第1項 　　〃 　　〃

6 管理栄養士名簿の登録の抹消に係る申請
書の受理及び送付

第4条 第2項 　　〃 　　〃

7 栄養士免許証の記載事項の変更による書
換交付の申請書等の受理及び送付

第5条 第1項 　　〃 　　〃

8 管理栄養士免許証の記載事項の変更によ
る書換交付の申請書等の受理及び送付

第5条 第2項 　　〃 　　〃

9 栄養士免許証の紛失等による再交付申請
書の受領及び送付

第6条 第1項 経由事務 健康長寿課

10 管理栄養士免許証の紛失による再交付申
請書の受領及び送付

第6条 第2項 　　〃 　　〃

11 栄養士免許名簿の抹消及び免許の取り消
しによる免許証の返納の受領及び送付

第8条 第1項
第3項

　　〃 　　〃

12 管理栄養士名簿の抹消及び管理栄養士免
許の取り消しによる免許証の返納の受領
及び送付

第8条 第2項
第4項

　　〃 　　〃

1 土地改良事業計画及び定款の審査及び適
否の決定、通知

第8条 第1項 土地改良専門技術
者・換地士等
有資格者がいるこ
とが望ましい

村づくり計画課

2 土地改良事業計画書及び定款の縦覧等 第8条 第6項 〃 　　〃

3 利害人関係人による異議申出の受理 第9条 第1項 〃 　　〃

4 異議申出に係る決定 第9条 第2項 〃 　　〃

5 異議申出に係る決定による認可の申請の
却下

第9条 第4項 〃 　　〃

6 土地改良区の設立の認可 第10条 第1項 〃 　　〃

請の受理等に関する
事務

行令

62 調理師免許の各種申
請の受理等に関する
事務

調理師法施行令

63 製菓衛生師免許の各
種申請の受理等に関
する事務

製菓衛生師法施
行令

64 栄養士及び管理栄養
士免許の各種申請の
受理等に関する事務

栄養士施行令

65 土地改良区の設立、
事業計画変更及び検
査等に関する事務

土地改良法
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項目
番号

項目の名称 事務の概要 関係法令 条 項 所管課移譲の条件

7 土地改良区の設立認可に係る公告 第10条 第3項 〃 　　〃

8 土地改良区の役員変更等に係る届出受理 第18条 第16項 〃 　　〃

9 土地改良区の役員変更等に係る公告 第18条 第17項 〃 　　〃

10 定款変更の認可 第30条 第2項 〃 　　〃

11 定款の変更認可に係る公告 第30条 第3項 〃 　　〃

12 特定受益者からの経費の徴収に係る認可 第36条 第8項 〃 　　〃

13 土地改良事業計画の変更等の認可 第48条 第1項 〃 　　〃

14 土地改良事業計画の変更に係る通知等 第48条 第9項 〃 　　〃

15 手続きの省略に係る認定 第48条 第10項 〃 　　〃

16 土地改良事業計画の変更に係る公告 第48条 第11項 〃 　　〃

17 管理規定の認可 第57条の2 第1項 　　〃

18 管理規定の変更又は廃止に係る認可 第57条の2 第3項 　　〃

19 管理規定の認可に係る公告 第57条の2 第4項 　　〃

20 土地改良区の解散の認可 第67条 第2項 土地改良専門技術
者・換地士等
有資格者がいるこ
とが望ましい

　　〃

21 土地改良区の解散に係る公告 第67条 第3項 〃 　　〃

22 土地改良区の合併の認可 第72条 第2項 〃 　　〃

23 土地改良区の合併に係る公告 第72条 第3項 〃 　　〃

24 土地改良区の清算結了の届出受理 第71条の2 〃 　　〃

25 準用規定 第96条の4 第1項 〃 　　〃

26 工事完了等の届出の受理 第113条の3 第1項 〃 　　〃

27 届出に基づく公告 第113条の3 第2項 〃 　　〃

28 土地の形質の変更許可 第122条 第2項 〃 　　〃

29 土地改良区等に対する検査等 第132条 第1項 〃 　　〃

30 組合員の請求による検査の実施 第133条 〃 　　〃

31 違反行為に対する措置命令 第134条 第1項 〃 　　〃

32 役員の改選命令 第134条 第2項 〃 　　〃

33 役員の解任命令 第134条 第3項 〃 　　〃

34 土地改良区の解散命令 第135条 第1項 〃 　　〃

35 決議、選挙等の取消 第136条 第1項 〃 　　〃

1 換地計画の認可 第52条 第1項 土地改良専門技術
者・換地士等
有資格者がいるこ
とが望ましい

村づくり計画課

2 換地計画の認可の申請の適否決定及び通
知

第52条の2 第1項 〃 　　〃

3 換地計画の適否の決定に係る農業委員会
への意見聴取

第52条の2 第3項 〃 　　〃

4 換地計画等の適当の決定の公告及び縦覧 第52条の2 第4項 〃 　　〃

5 換地計画に係る異議申出の受理 第52条の3 第1項 〃 　　〃

6 異議申出に係る決定、認可の申請の却下
等

第52条の3 第2項 〃 　　〃

7 換地計画の変更の認可 第53条の4 第1項 〃 　　〃

8 換地計画の変更に係る適否決定及び通
知、縦覧等

第53条の4 第2項 〃 　　〃

9 換地処分の届出受理 第54条 第3項 〃 　　〃

10 換地処分の届出に係る公告 第54条 第4項 〃 　　〃

11 換地処分の届出に係る登記所への通知 第54条 第5項 〃 　　〃

1 土地改良区連合設立の認可 第77条 第2項 土地改良専門技術
者・換地士等
有資格者がいるこ
とが望ましい

村づくり計画課

2 所属土地改良区の増減に係る認可 第81条 〃 　　〃

3 土地改良区の規定の準用 第84条 〃 　　〃

1 農業協同組合等が行う土地改良事業の認
可

第95条 第1項 土地改良専門技術
者・換地士等
有資格者がいるこ
とが望ましい

村づくり計画課

2 農業協同組合等が行う土地改良事業の認
可の申請の適否決定及び通知等

第95条 第3項 〃 　　〃

3 認可をした旨の公告 第95条 第4項 〃 　　〃

4 土地改良事業の変更等に係る認可 第95条の2 第1項 〃 　　〃

5 土地改良事業の変更等の適否決定及び通
知、適当の決定の公告等

第95条の2 第3項 〃 　　〃

6 土地改良区に関する規定の準用 第96条 〃 　　〃

1 交換分合計画の策定に係る請求の受理 第97条 第5項 土地改良専門技術
者・換地士等
有資格者がいるこ
とが望ましい

村づくり計画課

2 交換分合計画の策定に係る県農業会議の
意見の聴取及び指示

第97条 第6項 〃 　　〃

3 交換分合計画の審査の申立ての受理 第98条 第5項 〃 　　〃

4 審査の申立ての裁決 第98条 第6項 〃 　　〃

土地改良法

66 換地計画に関する事
務

土地改良法

土地改良法

67 土地改良区連合の認
可等に関する事務

土地改良法

68 農業協同組合等が行
う土地改良事業の認
可等に関する事務

69 交換分合の認可等に
関する事務
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項目
番号

項目の名称 事務の概要 関係法令 条 項 所管課移譲の条件

5 農業委員会が定めた交換分合計画の認可 第98条 第8項 〃 　　〃

6 交換分合計画の認可に係る県農業会議へ
の意見聴取

第98条 第9項 〃 　　〃

7 交換分合計画の認可に係る公告 第98条 第10項 〃 　　〃

8 土地改良区が定めた交換分合計画の認可 第99条 第1項 〃 　　〃

9 関係農業委員会の意見聴取 第99条 第4項 〃 　　〃

10 交換分合計画の申請の旨の公告及び縦覧 第99条 第5項 〃 　　〃

11 公告に係る権利を有するものへの通知 第99条 第6項 〃 　　〃

12 交換分合計画に異議がある者からの申出
の受理

第99条 第7項 〃 　　〃

13 異議申出に係る決定 第99条 第8項 〃 　　〃

14 異議申出による県農業会議への意見聴取 第99条 第10項 〃 　　〃

15 交換分合計画の認可に係る公告 第99条 第12項 〃 　　〃

16 農業協同組合等が行う交換分合計画の認
可

第100条 第1項 〃 　　〃

17 農業委員会の意見聴取、計画の公告等 第100条 第2項 〃 　　〃

18 市町村が行う交換分合計画の認可 第100条の2 第1項 〃 　　〃

19 関係農業委員会への意見聴取等 第100条の2 第2項 〃 　　〃

20 農用地の形質変更の許可 第109条 〃 　　〃

1 商店街整備計画の認定 第4条 第1項 中小企業支援課

2 店舗集団化計画の認定 第4条 第2項 　　〃

3 共同店舗等整備計画の認定 第4条 第3項 　　〃

4 商店街整備等支援計画の認定 第4条 第6項 　　〃

5 所管大臣への協議 第4条 第8項 　　〃

6 事業の実施状況に係る報告の徴収 第13条 第1項 　　〃

7 認定計画の変更に係る認可 第9条 第1項 中小企業支援課

8 認定の取消 第9条 第2項 　　〃

1 採取計画の認可 第16条 産業政策課

2 認可を受けた採取計画の変更認可 第20条 第1項 　　〃

3 認可を受けた採取計画の変更届の受理 第20条 第2項 　　〃

4 認可を受けた採取計画の変更届の受理 第20条 第3項 　　〃

5 認可採取計画の変更命令 第22条 　　〃

6 緊急措置の命令 第23条 第1項 　　〃

7 違反採取者への埋め戻し等の措置命令 第23条 第2項 　　〃

8 砂利採取場の廃止の届出の受理 第24条 　　〃

9 採取計画の認可の取消 第26条 　　〃

10 採取計画の認可に係る条件の付与 第31条 第1項 　　〃

11 砂利採取業者からの報告の徴収 第33条 　　〃

12 立入検査の実施及び質問 第34条 第2項 　　〃

13 処分を行う際の聴聞の実施 第38条 第1項 　　〃

14 国及び地方公共団体が行う砂利採取事業
の協議

第43条 　　〃

1 採取計画の認可 第33条 産業政策課

2 採取計画の変更の認可 第33条の5 第1項 　　〃

3 採取計画の変更に係る届出 第33条の5 第2項 　　〃

4 採取計画の変更に係る届出 第33条の5 第4項 　　〃

5 採取計画の認可に係る条件の付与 第33条の7 　　〃

6 認可採取計画の変更命令 第33条の9 　　〃

7 採石場の採取の休止又は廃止に係る届出 第33条の10 　　〃

8 採取計画の取消又は採取の停止命令 第33条の12 　　〃

9 緊急措置の命令 第33条の13 　　〃

10 採取を廃止した者に対する災害防止命令 第33条の17 　　〃

11 処分を行う際の聴聞の実施 第34条の4 第1項 　　〃

12 採石業者に対する指導及び助言 第34条の6 　　〃

13 採石業者への立入検査及び報告の徴収 第42条 　　〃

71 砂利採取計画の認可
等に関する事務

砂利採取法

72

70 中小小売商業振興法
に基づく高度化事業
計画の認定等に関す
る事務

中小小売商業振
興法

中小小売商業振
興法施行令

※所管課は、平成31年４月現在

岩石採取計画の認可
等に関する事務

採石法
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別紙３　個別法に基づく移譲事務（平成30年４月現在）

1 一般公共海岸区域の管理（監視） 第37条の3 海岸防災課

2 一般公共海岸区域内で施設や工作物等を
設け占有する場合の許可

第37条の4 　　〃

3 一般公共海岸区域内での土石の採取等、
制限行為の許可

第37条の5 　　〃

4 一般公共海岸区域内での自動車等の乗入
れ禁止区域等の指定

第37条の6 　　〃

5 代執行の実施、公告 第37条の8 　　〃

6 許可に係る条件の付与 第38条の2 　　〃

1 大規模行為の届出の受理 第19条 第1項 都市計画・モノ
レール課

2 大規模行為の変更届出の受理 第19条 第2項 　　〃

3 大規模行為景観形成基準に基づく必要な
指導又は助言

第20条 第1項 　　〃

1 国道の維持、修繕管理 第13条 道路管理課

2 県道の管理 第15条 　　〃

保健所設置市となることによるもの
1 クリーニング所の開設等の届出受理 第5条 保健所の設置 衛生薬務課

2 クリーニング所の開設前の検査 第5条の2 　　〃 　　〃

3 地位継承の届出受理 第5条の3 第2項 　　〃 　　〃

4 業務従事者の業務停止 第9条 　　〃 　　〃

5 クリーニング所の立入検査 第10条 第1項 　　〃 　　〃

6 クリーニング所への措置命令 第10条の2 　　〃 　　〃

7 クリーニング所の閉鎖若しくは営業の停
止命令

第11条 　　〃 　　〃

1 公衆浴場の経営の許可 第2条 第1項 保健所の設置 衛生薬務課

2 不許可の場合の通知 第2条 第2項 　　〃 　　〃

3 許可に係る条件の付与 第2条 第4項 　　〃 　　〃

4 地位継承の届出受理 第2条の2 第2項 　　〃 　　〃

5 例外の許可 第4条 　　〃 　　〃

6 営業者からの報告徴収又は立入検査 第6条 第1項 　　〃 　　〃

7 営業の許可の取消又は停止の命令 第7条 第1項 　　〃 　　〃

8 不許可に係る公開の聴聞 第7条 第2項 　　〃 　　〃

9 構造設備の基準の緩和 公衆浴場法施行
規則

第4条 保健所の設置 衛生薬務課

1 美容所の業務停止命令 第10条 第2項 保健所の設置 衛生薬務課

2 美容所の開設等の届出受理 第11条 　　〃 　　〃

3 美容所の開設前の検査 第12条 　　〃 　　〃

4 地位継承の届出受理 第12条の2 第2項 　　〃 　　〃

5 美容所の立入検査の実施 第14条 第1項 　　〃 　　〃

6 美容所の閉鎖命令 第15条 　　〃 　　〃

7 免許証又は免許証明書の受理 美容師法施行規
則

第7条 第3項 保健所の設置 衛生薬務課

1 理容所の業務停止命令 第10条 第2項 保健所の設置 衛生薬務課

2 理容所の開設等の届出受理 第11条 　　〃 　　〃

3 理容所の開設前の検査 第11条の2 　　〃 　　〃

4 地位継承の届出受理 第11条の3 第2項 　　〃 　　〃

5 理容所の立入検査の実施 第13条 第1項 　　〃 　　〃

6 理容所の閉鎖命令 第14条 　　〃 　　〃

7 免許証又は免許証明書の受理 理容師法施行規
則

第7条 第3項 保健所の設置 衛生薬務課

1 経営の許可 第2条 第1項 保健所の設置 衛生薬務課

2 営業者の地位継承の届出受理 第2条の2 第2項 　　〃 　　〃

3 営業者からの報告徴収又は立入検査 第5条 第1項 　　〃 　　〃

4 営業許可の取消又は営業の停止命令 第6条 　　〃 　　〃

5 許可の取消に係る聴聞 第7条 第2項 　　〃 　　〃

1 営業の許可 第3条 第1項 保健所の設置 衛生薬務課

2 営業の許可に係る意見聴取 第3条 第4項 　　〃 　　〃

3 許可を与えない場合の通知 第3条 第5項 　　〃 　　〃

4 条件の付与 第3条 第6項 　　〃 　　〃

5 合併又は分割による地位の継承の承認 第3条の2 第1項 　　〃 　　〃

6 相続による地域の継承の承認 第3条の3 第1項 　　〃 　　〃

7 営業者からの報告徴収若しくは立入検査 第7条 第1項 　　〃 　　〃

8 施設の構造設備の基準適合命令 第7条の2 　　〃 　　〃

9 旅館業の許可取消、営業停止命令 第8条 　　〃 　　〃

10 公開の聴聞 第9条 　　〃 　　〃

11 営業者の届出受理 旅館業法施行規
則

第4条 保健所の設置 衛生薬務課

2 大規模行為の指導、
助言等に関する事務

沖縄県景観形成
条例

旅館業の営業の許可
等に関する事務

旅館業法6

道路法

5 興行場の経営の許可
等に関する事務

興行場法

4 理容所の開設等の届
出受理等に関する事
務

理容師法

3 美容所の開設等の届
出受理等に関する事
務

美容師法

2 公衆浴場の経営の許
可等に関する事務

公衆浴場法

条 項 移譲の条件 所管課

1 クリーニング所の開
設等の届出受理等に
関する事務

クリーニング業
法

1 一般公共海岸区域の
管理、行為の許可等
に関する事務

海岸法

項目
番号

項目の名称 事務の概要 関係法令

国道及び県道の管
理、維持補修に関す
る事務

3
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条 項 移譲の条件 所管課項目
番号

項目の名称 事務の概要 関係法令

1 特定給食施設の届出受理 第20条 第1項 保健所の設置 健康長寿課

2 特定給食施設の変更に係る届出受理 第20条 第2項 　　〃 　　〃

3 特定給食施設の設置者に対する立入検査
等

第24条 第1項 　　〃 　　〃

4 特定給食施設の設置者に対する指導・助
言

第22条 　　〃 　　〃

5 特別用途食品の検査及び収去 第27条 第1項 保健所の設置 健康長寿課

6 特別用途表示の承認に係る食品の検査及
び収去

第29条 第2項 　　〃 　　〃

7 健康保持増進効果等が表示された食品の
検査及び収去

第32条 第3項 　　〃 　　〃

1 但し書き：死亡獣畜の解体等に係る許可 第2条 第2項 保健所の設置 衛生薬務課

2 化製場等の許可 第3条 第1項 　　〃 　　〃

3 化製場等の変更に伴う届出の受理 第3条 第2項 　　〃 　　〃

4 化製場等の不許可に係る通知 第4条 　　〃 　　〃

5 化製場等への報告の徴収、立入検査の実
施

第6条 第1項 　　〃 　　〃

6 設置者に対する基準適合措置の命令 第6条の2 　　〃 　　〃

7 許可の取消又は使用の制限等の命令 第7条 　　〃 　　〃

8 貯蔵及びその貯蔵施設への規定の準用 第8条 　　〃 　　〃

9 動物の飼養又は収容の許可 第9条 第1項 　　〃 　　〃

10 条例に定める事項の届出の受理 第9条 第4項 　　〃 　　〃

11 条例に定める事項の規定の準用 第9条 第5項 　　〃 　　〃

福祉事務所設置町村となることによるもの
1 申請による保護の開始の決定 第24条 第1項 福祉事務所の設置 保護・援護課

2 申請による保護の変更の決定 第24条 第5項 　　〃 　　〃

3 職権による保護の開始の決定 第25条 第1項 　　〃 　　〃

4 職権による保護の変更の決定 第25条 第2項 　　〃 　　〃

5 保護の停止及び廃止 第26条 　　〃 　　〃

6 被保護者への指導及び指示 第27条 第1項 　　〃 　　〃

7 要保護者からの相談対応及び助言 第27条の2 　　〃 　　〃

8 要保護者に対する立入調査及び検診命令 第28条 第1項 　　〃 　　〃

9 身分を示す証票の交付 第28条 第2項 　　〃 　　〃

10 生活扶助の方法の決定 第30条 第1項 　　〃 　　〃

11 教育扶助の方法の決定 第32条 第1項 　　〃 　　〃

12 住宅扶助の方法の決定 第33条 第1項 　　〃 　　〃

13 医療扶助の方法の決定 第34条 第1項 　　〃 　　〃

14 介護扶助の方法の決定 第34条の2 第1項 　　〃 　　〃

15 出産扶助の方法の決定 第35条 第1項 　　〃 　　〃

16 生業扶助の方法の決定 第36条 第1項 　　〃 　　〃

17 葬祭扶助の方法の決定 第37条 第1項 　　〃 　　〃

18 保護施設の長からの届出受理 第48条 第4項 　　〃 　　〃

19 医療機関の指定 第49条 　　〃 　　〃

20 医療機関からの届出受理 第50条の2 　　〃 　　〃

21 指定医療機関の指定辞退及び取消 第51条 第1項 　　〃 　　〃

22 介護機関の指定 第54条の2 第1項 　　〃 　　〃

23 介護機関の指定に係る諸事務 第54条の2 第4項 　　〃 　　〃

24 助産機関等の指定等 第55条 　　〃 　　〃

25 被保護者からの届出受理 第61条 　　〃 　　〃

26 保護の変更、停止又は廃止 第62条 第3項 　　〃 　　〃

27 返還額の決定 第63条 　　〃 　　〃

28 遺留金品の処分 第76条 第1項 　　〃 　　〃

29 費用の徴収 第77条 第1項 　　〃 　　〃

30 家庭裁判所への申立て 第77条 第2項 　　〃 　　〃

31 費用の徴収 第78条 　　〃 　　〃

32 返還の免除 第80条 　　〃 　　〃

33 後見人選任の請求 第81条 　　〃 　　〃

1 助産施設における助産の実施 第22条 第1項 福祉事務所の設置 青少年・子ども
家庭課

2 助産の実施の申込書の勧奨 第22条 第3項 　　〃 　　〃

3 助産施設に係る情報の提供 第22条 第4項 　　〃 　　〃

4 助産の実施の申込書受理 第22条 第3項 福祉事務所の設置 青少年・子ども
家庭課

5 助産の実施の申込書受理 第22条 第5項 　　〃 　　〃

1 母子保護の実施 第23条 第1項 福祉事務所の設置 青少年・子ども
家庭課

2 母子生活支援施設の入所に係る必要な連
絡調整

第23条 第3項 　　〃 　　〃

3 母子保護の実施の申込みの勧奨 第23条 第4項 　　〃 　　〃

4 母子生活支援施設に係る情報の提供 第23条 第5項 　　〃 　　〃

5 生活支援施設に入所した児童の保護期間
の延長

第31条 第1項 　　〃 　　〃

7 特定給食施設の届出
受理等に関する事務

8 特別用途食品等の検
査及び収去に関する
事務

健康増進法

健康増進法

助産施設における助
産実施等に関する事
務

児童福祉法

3 母子生活支援施設の
入所等に関する事務

児童福祉法

児童福祉法施行
規則

1 生活保護法に基づく保
護の開始の決定等に
関する事務

生活保護法

9 化製場等の許可等に
関する事務

化製場等に関す
る法律

2
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条 項 移譲の条件 所管課項目
番号

項目の名称 事務の概要 関係法令

1 児童扶養手当の支給 第4条 第1項 福祉事務所の設置 青少年・子ども
家庭課

2 受給資格及び手当の額の認定 第6条 第1項 　　〃 　　〃

3 費用の負担 第21条 　　〃 　　〃

4 不正利得の徴収 第23条 　　〃 　　〃

5 手当を受けている者からの届出の受理 第28条 　　〃 　　〃

6 相談及び情報提供 第28条の2 　　〃 　　〃

7 受給資格者に対する調査 第29条 第1項 　　〃 　　〃

8 受給資格者に対する診断の指示等 第29条 第2項 　　〃 　　〃

9 資料の提供等 第30条 　　〃 　　〃

1 母子自立支援員の委嘱 第8条 第1項 福祉事務所の設置 青少年・子ども
家庭課

2 母子家庭等及び寡婦の福祉に関する実情
の把握及び必要な調査指導

第9条 　　〃 　　〃

3 母子家庭等及び寡婦自立促進計画の策定 第12条 　　〃 　　〃

4 母子家庭自立支援給付金の支給 第31条 　　〃 　　〃

5 母子福祉資金の貸付 第13条 第1項 　　〃 　　〃

6 母子福祉資金の貸付 第13条 第2項 　　〃 　　〃

7 母子福祉資金の貸付 第13条 第3項 　　〃 　　〃

8 母子福祉団体に対する貸付 第14条 　　〃 　　〃

9 償還の免除 第15条 第1項 　　〃 　　〃

10 償還の免除 第15条 第2項 　　〃 　　〃

11 母子家庭等日常支援事業の届出 第20条 　　〃 　　〃

12 母子家庭等日常支援事業の廃止又は休止
の届出

第21条 　　〃 　　〃

13 母子家庭等日常支援事業を行う者からの
報告徴収等

第22条 第1項 　　〃 　　〃

14 母子家庭等日常支援事業の制限又は停止
命令

第23条 　　〃 　　〃

15 公的施設内における売店等の調査及び通
知

第25条 第3項 　　〃 　　〃

16 寡婦福祉資金の貸付 第32条 第1項 　　〃 　　〃

17 母子福祉団体対する貸付 第32条 第4項 　　〃 　　〃

18 償還の免除 第32条 第5項 　　〃 　　〃

19 寡婦日常生活支援事業の届出 第33条 第4項 　　〃 　　〃

20 寡婦日常生活支援事業の休止又は廃止等
の届出等

第33条 第5項 　　〃 　　〃

21 公的施設内における売店等の調査及び通
知

第34条 第1項 　　〃 　　〃

22 修学資金の交付の停止及び減額 第11条 福祉事務所の設置 青少年・子ども
家庭課

23 修学資金、技能習得資金、修業資金の貸
付停止

第12条 　　〃 　　〃

24 母子福祉団体の事業収益貸付対象以外の
用途への承認

第15条 第1項第3号 　　〃 　　〃

25 母子福祉団体に対する貸付対象事業に係
る報告の徴収、立入検査等

第15条 第2項 　　〃 　　〃

26 母子福祉資金貸付金の一時償還の請求 第16条 　　〃 　　〃

27 母子福祉資金貸付金の違約金の徴収又は
免除

第17条 　　〃 　　〃

28 母子福祉資金貸付金の償還金の支払猶予 第19条 　　〃 　　〃

29 寡婦福祉資金貸付金の第11条から第19条
までの準用

第38条 　　〃 　　〃

7 受給資格者等に対する調査の実施（障害
児福祉手当及び特別障害者手当に限る）

第36条 第1項 福祉事務所の設置 障害福祉課

8 障害児、重度障害児若しくは特別障害者
に対する診断の命令等（同上）

第36条 第2項 　　〃 　　〃

9 官公署等に対する書類の閲覧若しくは資
料の提供（同上）

第37条 　　〃 　　〃

10 障害児福祉手当の支給 第17条 　　〃 　　〃

11 障害児福祉手当の認定 第19条 　　〃 　　〃

12 不正利得の徴収 第24条 　　〃 　　〃

13 特別障害者手当の支給 第26条の2 　　〃 　　〃

1 障害児福祉手当の受給資格の認定通知 第3条 第1項 福祉事務所の設置 障害福祉課

2 障害児福祉手当を支給しないことの通知 第3条 第2項 　　〃 　　〃

3 障害児福祉手当の認定却下の通知 第4条 　　〃 　　〃

4 障害児福祉手当の支給停止の通知 第6条 　　〃 　　〃

5 受給資格喪失の通知 第11条 　　〃 　　〃

6 障害児福祉手当に関する準用 第13条 　　〃 　　〃

7 特別障害者手当の準用 第16条 　　〃 　　〃

※所管課は、平成31年４月現在

障害児福祉手当
及び特別障害者
手当の支給に関
する省令

児童扶養手当の支給
等に関する事務

児童扶養手当法

5 母子及び父子並びに
寡婦福祉資金の貸付
等に関する事務

母子及び父子並
びに寡婦福祉法

母子及び父子並
びに寡婦福祉法
施行令

4

6 障害児福祉手当の認
定等に関する事務

特別児童扶養手
当等の支給に関
する法律
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